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＜論壇＞国内林業の活性化と育林技術

一急がれる育林技術の体系化．
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国内林業の活性化と育林技術
－急がれる育林技術の体系化一

さかぐちせい ご

坂口精吾＊

llllⅢⅢⅢlllllⅢⅢ'111ⅢⅢⅢlⅢⅢ|ⅢlⅢⅢ1111ⅢⅢⅢⅢl1lllllllllllllllillllllllllllllliⅢⅢⅢIIⅢⅢⅢⅢⅢⅢI'liⅢⅢⅢⅢllllllllllllllllllllllllⅢⅢ|11111ⅢⅢⅡⅢⅢIIIllllllllⅢⅢⅢⅢ11ⅢIlllIlllⅢIⅢ'1

林学のあり方，望ましい林業技術者像などについて学会や識者などで検討がな

されている。その背景には林学と林業の業離があるという｡現場で林業に携わる
者にとっては，林学とは経営に役立つ技術や研究情報をわかりやすく，できれば

マニュアル化して提供してくれる学問だと思っている。だが，研究者のほうでは，

環境問題など森林を巡る研究需要の多様化とともに研究の専門化・細分化が進み，

個別研究を総合化・体系化して現場の林業経営者などが必要とする技術や情報を

提供していく体制が取りにくくなってきている。林業を巡る環境がますます激化

する状況下で，現場の林業関係者などから研究機関や研究者に対して不満がわき

出てくるのは当然のなりゆきでもある。

ところで，流域管理システムの確立に向けた林政の推進により，現在，各地で

流域林業の活性化に向けた官民一体になった取り組みが展開されている。活性化

方針の策定など，ある流域でのこの取り組みにかかわってみて，流域林業の形成

にとって，とりわけ重要と思われる研究分野の1つに育林技術の体系化にかかわ

る研究がある。高性能作業システムの導入など国内林業生産の低コスト化が急を

要する中で，なぜ，地道な育林技術の体系化にかかわる研究や情報が必要とされ

るのか。以下，その事由のいくつかについて触れてみたい。

はじめに

わが国の林業を巡る環境は依然として厳しい｡1000万ha余に及ぶ人工林が成熟

度を加える中で，育林経営の収益性の低下などから，林業生産活動は停滞の一途

をたどりつつある。このような国内林業の苦境を克服するため，上述のように，

全国の各流域で流域林業の形成や活性化のための取り組み，すなわち流域管理シ

ステムの確立に向けた官民一体の活動が展開されつつある。しかし，その体制整

備と本格的な始動には克服すべき多くの課題を抱えている。その1つは，長伐期

化など伐採性向の鈍化による材の安定的な供給体制の確立の困難さである。少

量・分散・間断という国内林業特有の材の流れの不安定性は，機械化作業システ

ム，製材加工施設の高度化など流域林業の活性化に欠かせない装置整備や合意形

成を困難にするばかりでなく，流域全体としての林業生産コスト，いわゆるトー

タルコストの低下を阻むことになる。現に，年間原木消費量3万㎡にも及ぶ大型

新鋭製材工場も各地で設立されつつあるが，もくろみどおりに原木が集まらない

という。稼働率の低下は,当然,製材コストの低下をもたらさないばかりか,｢製材

流域林業の形成と
育林技術

*森林総合研究所
経営管理科長
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廷

加工コストの削減→立木価格への利益還元→伐採性向の向上→材の安定的供給」

といった流域林業形成のための論理を逆循環させることになる。

このような流域林業形成論から見れば，国内林業の停滞の根っこは，林家をは

じめとする育林経営体の消極性にあるかに見える。しかし，林家など川上には川

上側の言い分がある。主伐期を迎えた林分を施業計画どおりに伐採しても再造林

費が出ない，などといった重い現実に加え，育成途上にある人工林を今後どう経

営管理していけばいいのかという悩みがある。育林経営における方向性の喪失と

混迷である。吉野や尾鷲など有名林業地のプロ林家を除けば，戦後拡大造林を通

じて育林経営に参入してきた新興林業地や農家林家は量的生産を目的にした短伐

期施業マニュアルに従って人工林を造成してきた。しかし，その後の外材の進出

など需給構造の変化により，短伐期の育林経営は著しい収益性の低下などその存

立基盤を危うくされる状況下にある。これまで営々として育成してきた成熟途上

の人工林を今後どのように取り扱っていけばいいのか，その戸惑いが植伐をはじ

め育林生産活動を鈍くしていることは否めない。その結果が，保育・管理の粗放

化や主伐期を迎えた林分のとりあえずの長伐期化である。

このように，流域林業の形成や活性化を握るカギは川上の育林経営側での計画

的かつ持続的な材の供給体制が確保し得るかどうかにある。それには，育林経営

体に明確な経営目的と体系的な育林技術の存在が必要とされる。このうち，流域

内の人工林をはじめとする森林をどう経営管理していくかといった経営目的の明

確化は，特徴ある流域林業の形成のための基本戦略ともいえるもので，伐採・搬

出作業システムや製材・加工・流通体制の整備など流域全体の林業生産構造のあ

り方そのものを規定する。ただ，経営管理の方向性を明確にすること自体，国内

林業を巡る環境の目まぐるしい変化の下で，ますます困難になってきている。し

かしながら，量的生産を目的として意思決定され，全国的に造成されてきた人工

林は資源的に成熟の度を加えてきている。好むと好まざるとにかかわらず，成熟

化しつつある人工林を長伐期大径材生産林や，従来どおりの並材・短伐期林ある

いは複層林へと振り分け，それぞれの目的に沿った施業を展開していくことが差

し迫り必要とされているのである。その振り分けが，流域林業の将来像を規定す

ることになるのだが，現実には技術面からの厳密な吟味が必ずしもなされている

わけではない。それには地域の実態に即した長伐期林や複層林の造成に関する研

究や技術情報が十分整備されていないこともある。例えば，長伐期林に振り分け

られる林分としては，成長が持続すること，台風，凍裂など気象災害や病虫害な

どのリスクの少ないことなどの条件を満たす必要がある。しかしな力封ら，高齢級

の林分が極めて少なく，成長予測のためのデータの収集が困難なこともあって施

業の指針となる収穫予想表は調整途上にあるほか，凍裂発生機描の解明も研究途

上にあることなど長伐期林経営の存立条件に関しても解明を要する課題が数多く

残されているのであ.る。複層林や育成天然林施業についても同様の事情にあると

いえるだろう。いわば，国内林業の沈滞の一因は現場の現実的な要請と育林技術

の体系化とのギャップにあるともいえる。

いささか“風吹けば桶屋がもうかる”式の論理のようだが，流域林業の形成や

3
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育林技術の体系化
と低コスト化

個別林業経営の活性化には，育林技術の体系化に関する研究が急を要し，かつ重

要な課題である。このことを強調しておきたいのである。特に，最近の環境問題

の発生などによる森林生態や風致・景観，保健休養など新たな研究領域の拡大と

ともに，施業研究など地道な研究に携わる者が手薄になってきているように思え

る。確かに，林業研究にとっても持続的森林経営という観点からすれば，そのよ

うな研究分野の充実は望ましいことである。これまでの育林技術は短伐期・柱材

生産に代表されるように木材資源の造成を主眼にしたものである。この育林櫛|『

に生態的多様性を付加するなど，より環境重視型の育林技術へとその体系を再編

していくにも，森林生態秩序や機能などにかかわる新たな知見が必要とされるか

らである。ただ，問題なのはそれらの研究が限りなく専門化・細分化しがちなこ

とである。森林に関する新たな科学的知見が具体的な森林管理や育林経営に技術

として生かされるには，現地での試験や実証というプロセスを経る必要がある。

残念ながら，現地での実証試験などはいたずらに長い歳月を要するばかりで新進

気鋭の研究者の取り組むべき分野ではないようだ。総合化・体系化といった地道

な研究はあくまでも他人の分野なのである。このままでは，いかに新たな科学的

知見が集積されようとも，森林管理や林業経営における技術として総合化・体系

化されそうにない。林業研究の学際化と研究体制の充実も必要とされる。

国内林業における現実的な問題，すなわち林業生産の低コスト化とかかわりに

おいて，育林技術の体系化に当たり取り組むべき研究課題として省力化がある。

わが国の育林業は植生の繁茂が旺盛なこともあって，先進諸外国に比し労働多投

型であるといわれる。これに零細な生産・加工構造が加わって，素材や製材品コ

ストを高いものとし，外材との競争力を低下させてきている。伐採・搬出や製材

加工部門での合理化と同時に，育林生産における省力化が図られない限り国内林

業の競争力の強化にはつながらない。この点では，高性能機械作業システムの導

入や高度加工技術の開発など中流や川下での低コスト化に向けた取り組みが積極

的に展開されてきているが，育林経営での動きは鈍いようだ。ただし，育林過程

における省力化についても，安価な外材の自由化以降各種の研究や試みがなされ，

また現在も個別林家などで種々な試みがなされてきている。しかしながら，それ

らの試みの多くは植え付け，下刈りなど個々の部分工程の段階にとどまり，伐期

に至る全工程を通じた体系的な技術までには及んでいないようだ。植え付けや下

刈りなどの部分工程がいかに省力化されようとも，それ以降の工程を含めた全工

程の省力化や，もくろんだ材の生産につながらなければ省力化技術とはいえない。

このようなことから，かつての試みは体系化に向かわないまま単なる試みにとど

まっているのが実態である。従来の短伐期施業に替わり，長伐期施業や複層林施

業など林家などの経営方式は個性化・多様化しつつあるが，その育林技術も低コ

スト化が必要とされることに変わりはない。その省力化も成林に至る全工程すな
せき

わち積工程から見た省力化技術の開発が必要とされる。ただ，この種の試験研究

は長期にわたることから継続性が保たれず，省力化技術の体系化を困難なものと

してきた。だが，流域林業の形成にはこのような地道な研究の集積が必要とされ

林業技術No.6241994.3



るのである。そのための試験研究体制を整備していく必要があろう。また，流域

林業全体でのトータルコストという観点からすれば，育林過程だけの体系化では

不十分である。伐採・搬出，製材加工といった他の部門における技術との整合性

も必要とされよう。つまり，機械化作業システムや製材加工技術といった林業生

産過程との整合性を保つ必要がある。これまで，伐採・搬出作業などの生産性向

上のための取り組みは既往の育林技術を前提にして進められてきた。しかしなが

ら，流域全体の林業生産の低コスト化を図るためには，育林，伐採・搬出，製材

加工の全過程を通じた省力化のため各過程間での相互調整が必要とされよう。そ

の意味では，複層林施業における伐採技術の研究開発のように育林技術と伐採・

搬出技術との相互乗り入れが必要であるが，全般的には必ずしも十分ではないよ

うである。いずれにせよ，育林技術の体系化に関する研究は，伐採・搬出技術や

製材加工技術との密接な連携の下に長期的な視点に立って実施されることが必要

とされるのである。

育林技術の体系化に当たり，特に重要視される必要があるの力弐地域性である。

すなわち，育林経営が営まれる地域の自然条件や社会経済的条件である。当然な

ことだが，育林経営は森林をはぐくむ自然環境と生産材を利用する社会経済環境

によって成立・発展するものである。かつて，江戸時代以降に本格化したといわ

れる育成林業は，地方の自然，社会・経済条件に応じて独自の発展を遂げ，各地

に地域特有の林業地を形成してきた。しかし，社会経済の発展，特に戦後の高度

成長期における欧米文化への画一化とそれに伴う木材需要構造の変化などにより，

地方の文化や社会経済にはぐくまれな力§ら成立していた個性豊かな林業地の多く

はその存立基盤を喪失し，短伐期・並材生産の林業地へと一般化してきている。

かつての有名林業地は北山，吉野など根強い地方文化が残されている地域や，西

川，尾鷲など外材と競合しない差別化された高級ヒノキ材などの生産地などに限

られてしまった。

流域林業の形成とは地方の文化や自然・社会経済条件に応じた地域特有の林業

生産構造の再構築にほかならない。しかしながら，文化の画一化，経済圏の広域

化などが著しく進展し，しかも量的生産を目的として造成されてきたスギなどの

人工林が多くを占める，といった現状下で，かつてのような多様で個性的な林業

地の形成は望めそうにはない。とはいえ，画一的な育林技術によって造成されて

きたこれらの人工林についても，地域の自然条件などによるリスクも顕在化して

きているようだ。気のせいかもしれないが，雪害，風害などの気象害の発生頻度

が多くなったように思えるし，スギノアカネトラカミキリなど病虫害の発生も育

林経営者にとっては深刻な問題でもある。このようなリスクの中には，地域の自

然条件に起因するものも多い。かつて，多雪地帯においては斜め植えなどの雪害

リスク回避のための技術が見られた。この，地域の人々の知恵ともいうべき在来

技術も作業能率や標準化を求める制度面の要請などから省みられなくなってしま

った。しかし，投資から回収まで超長期を要する育林経営にあっては，その森林

づくりに当たって地域の自然環境と共存し得る種類の森林と育林技術力錘択・確

5

育林技術と地域性

林業技術No.6241994.3
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おわりに

立されるべきであろう。地域性のある育林技術体系，その技術と伐採・搬出，製

材加工技術の合理的かつ有機的な選択・結合によって個性的な林業地，すなわち

形成されるべき流域林業の具体的な姿も鮮明になってこよう。このように，その

幅は狭くなったとはいえ，育林技術の体系化は個性的な流域林業の形成に大きな

かかわりを持つものである。地域性に立脚した育林技術の再構築それには永く

地道な取り組みが必要だが，国内林業の振興や国産材時代の実現には避けられな

い課題であると思う。

国内林業の活性化と国産材時代の実現化には，国産材の価格競争力の強化が求

められる。このためには，生産・加工・流通に至るいわゆるトータルコストの削

減が必要とされるが，急峻・複雑な地形などの自然立地条件に加え零細な河消・

生産・加工・流通構造など制約条件も多い。また，地域住民の森林に対する価値

観の変化に伴い多様な森林づくりが要請されるようになってきた。流域林業の形

成は，多様な要請や制約条件の下で，新たな林業の生産構造を再構築することで

もある。地域の自然生態系や歴史文化，社会・経済と調和した森林の造成と経営

管理という，いわゆる持続的な森林経営の下では，林業での生産性向上にもおの

ずから限界がある。割氷技術は，地域住民が求める多様な森づくりを推進してい

くうえでも，また地域林業が目指すべき生産性を見極めるためにも，その体系化

が急がれるべきであると思う。

＜完＞

第105回日本林学会大会が開催されます
本年の日本林学会大会は，4月4日（月）～6日（水）の3日間にわたり東京農工大学（東京都府中市幸

町3-5-8,窓0423-64-3311）で開催されます。本年の大会では，部門間にまたがるテーマを独立させたセッ

ション(対象論から認識論へ？)，方法論を独立させたセッション，そして，いわば小見出しを付し議論の内

容をわかりやすく示したセッションなど，会場割りに工夫が凝らされ，学会へのいざない，議論へのいざな

いに配慮された企画の意図がうかがわれます。

本誌読者の皆様の参考となるよう，部門名のない“テーマ別”と思われる会場名を掲げておきましょう。

なお,PSはポスターセッションの意です。

4日（月）午後…

「樹木医一診断と治療(PS)」「マングローブ･高塩環境･渓畔林」「GISとリモートセンシング(P

S)」「種子」「ブナの更新」r東南アジアの森林.林業」r天然林の更新と動態」「土壌水分環境」「酸性雨と森

林衰退」「林内の光環境と複層林」「ナラ類の集団枯損と生態」「自然災害と森林．林業」「蒸発散量の測定と

推定」「合意形成」「森林と人間一景観，意識，関わり」「森林･林業と都市住民一後継者，教育，環境

保全」「乾燥ストレスと滞水ストレス」「需要，供給，流通，価格」

5日（火）午前…

「樹形の形成」「里山利用と特用林産」「肥大成長，年輪」「施業と成長」r天然林の林分構造」「樹冠遮断，

樹幹流」「豪雪地･寒冷地の森林」「リモートセンシング」「GIS」「森林.林業と動物」「森林レクリエーシ

ョン」

編集部

林業技術No.6241994.3
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森林の流域管理システム推進サミット概要
一流域管理システム,先導的流域のリーダーが今後の方向を語る－

飯干好徳
(…………………X……X……“X………域…癌璽ｦ趣X……………”島

1．はじめに

我が国の森林は，国土の約7割を占め，再生産

可能な貴重な生活資材としての木材の供給，良質

な飲料水の確保など国民生活に直接関係ある大切

な働きをするとともに，二酸化炭素の固定，生物

の多様性保全など地球環境保全にとっても重要な

役割を果たしている。しかしながら，森林を管理

する山村では，後継者の不足・高齢化，木材価格

の長期的な低迷などの状況から森林の適切な管理

が困難となっている。

このような状況に対処するため，林野庁では，

全国158の流域に「流域管理システム」を導入す

ることとし，平成3年度から順次着手していると

ころである。

2．流域管理システムとは

森林の流域管理システムとは，森林の諸機能が

発揮される場である流域を基本的単位として，」二

下流間の連携強化を図りつつ，林業・林産業関係

者の総意の下に，民有林・国有林が一体となって

森林整備，林業生産活動等を総合的に推進するも

のである。

林野庁では，このシステムの普及・確立のため

平成3年度から流域林業活性化推進事業を予算化

し，流域ごとに関係自治体，森林所有者団体，林

業・林産業者団体，学識経験者等を構成員とする

流域林業活性化センターを設置するとともに，同

センターにおいては，流域林業活性化基本方針の

取りまとめ，基本方針の円滑な実施のための調整

を行っている。また，基本計画策定に当たり広く

流域の関係者の意見を聞くため，センターの下に

センターの構成員のほか，営林署長，消費者団体，

労働者の代表など多様な顔ぶれからなる，流域林

業活性化協議会の開催を支援している。

3．流域管理システム推進サミットの開催

この活性化センターが設置されてすでに活動を

行っている流域のうち，特にr流域管理システム」

の推進に熱心に取組み，他の流域の先導的な役割

を果たしている13流域の代表が一堂に会し,流域

管理システムの推進をテーマに，今後のわが国に

おける林業の活性化と魅力ある森林づくりの方向

を話し合う「流域管理システム推進サミット」が，

平成5年11月1日,農林水産省7階講堂において

13流域の代表のほか，関係道県，関係業界，林野

庁幹部など約200人が参加し開催されたので，そ

の概要を紹介する。

サミットは，4つの大きなテーマごとにそれぞ

れの流域の代表者から流域の具体的事例に基づい

た発表，続いて討議という手順で進められた。誌

面の都合上，そのいくつかを紹介することとする。

●川上・川下の連携による原木の安定確保

最初のテーマ，「川上･川下の連携による原木の

安定確保」では，千代川流域(鳥取県)，子吉川流

域(秋田県)，十勝流域(北海道)から発表があった。

このうち子吉川流域では，計画的な伐採推進の

ため0.5ha以上,41年生以上の森林を所有する

林家を登録し，計画的な伐採および施業の共同化，

機械化を目指している活動状況が発表された。な

お，別のテーマで発表のあった能登流域(石川県）

でも共同施業希望林家の登録制度を実施し，原木

の安定的確保体制を整えつつある旨の発表があっ

た。

●川上･川下の連携による加工･流通体制の整備

2番目のテーマ，「川上・川下の連携による加

工・流通体制の整備」では，能登流域(石川県)，

林業技術No.6241994.3
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流域管理システム推進サミットの模様

表･1先導的流域出席者名簿

都道府県 流域名 氏名 役 職 名

北海道

岩手

秋田

石川

長野

静岡

奈良

和歌山

鳥取

高知

熊本

大分

宮崎

十勝

大槌・気仙川

子吉川

能登

千曲川上流

富土

吉野

紀中

干代川

嶺北

球磨川

大分西部

耳川

土
言
前
谷
永
服
石
松
玉
渡
田
井
林

定
太
一
泰
一
保
久
盛
俊
伸

盛
源

田
野
川
光
井
部
橋
本
木
辺
村
上
田

利
剛
郎
夫
美
郎
男
健
夫
男
明
史
敦

活性化センター代表者，十勝地区森杯組合振興会長

活性化センター代表者，住田町長

活性化センター会長岩城町長

活性化センター代表者，県森林縮合運合会会長

活性化センター理事長，武石村長

活性化センター会長富士市森林組合長

活性化センター代表，吉野林材振興協議会会長

活性化センター理事龍神村森林組合長

活性化センター会長，智頭町森林組合長

活性化センター会長大豊町長

活性化センター会長，山江村長

活性化センター副会長上津江村長

活性化センター会長西郷村長

注)各テーマごとの発言者，発言要旨は表・2のとおりである。

千曲川上流流域(長野県)，大槌･気仙川流域(岩手

県)，耳川流域(宮崎県)の4流域から発表があっ

た。

このうち千曲川上流流域からは，森林資源に大

きなウエイトを占めるカラマツ人工林の今後の取

り扱いの方向として，東信木材センターの設置を

中心とする流通拠点の整備，間伐材加工技術の開

発・向上，労働力の確保等を森林組合の強化を図

りながら実行していこうというプランが発表され

た。

また，大槌・気仙川流域からは「気仙大工と南

部杜氏」という言い方があるほど優れた技術を有

する大工・左官が多い地域で，腱閑期には，都会

へ大工として出稼ぎに出る習慣があることに着目

し，人的流出を防ぎ地場産業の育成を図るため，

工務店が中心となって「住田住宅産業」を設立し，

林業技術No.6241994.3
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川上・川下の連携

原木の安定確保

加工・流通体制の整備

林業担い手対策

民育林・国育林の連携

表･2発

発 言 者

千代川流域

子吉川流域

十勝流域

能篝流域

干曲川上流流域

大槌・気仙川流域

耳川流域

大分西部流域

嶺北流域

吉野流域

紀中流域

富士流域

球磨川流域

言 要旨

発 言 要旨

サービスセンターを核として，市町村，森林組合が施業

推進員を配置し,林家の施業の動向を把握して採算のとれ

る施業団地を設定し，原木安定システムを形成。

伐採可能林家の登録制度により伐採可能林家を把握し，

その林家に情報を提供することにより出材条件を整備し，

事業霊の安定的確保を図る。

流域内森林組合の事業型，労働力，機械利用等に関する

情報のネットワーク化およびサービスセンターに高性能

林業機械を導入し，原木の安定供給体制を整備。

選別機の導入による市場機能の強化と加工施設の整備，

および木材の需要動向摺報を収集し,生産者と消費者を結

ぶ情報ネットワーク構簗。

東信木材センターを核に木材情報ネットワーク．素材需

給協定,カラマツ専門工場の言成等によりカラマツ材の産

地化・銘柄化を推進。

異業種間連撹による小径木加工施設の整備と伝統ある

気仙大工の技術を生かした産地直送住宅の提供。

市町村，森林組合，製材業者等連携の下に原木市場,製

材工場,高次加工施設等を配備した国産供給基地づくり。

基金による森林整備センターへの高性能林業機紙の導

入と労災保険掛け金の上乗せ等による担い手確保,および

上澤江村独自の担い手確保対策。

超t的雇用体制と高性能林業機賊を装痛した三セク「と

されいほく」による林業後継者の技術養成および地域材建

築技能者をセットしだ産直仲宅販売。

月給制,年間雇用の実施および労働者用住宅整礎等就労

条件の轄麿賊びに就職構報誌等による新規労働者の確保。

若年労働者の新規参入定菖のだめ,いわゆる3Kの克服

と生産性の向上に向けた高性能林業機械オペレータの育

成。

森林組合の強化のための合併等について検討。

国育林材の供給による地域材のプラン陰化推進と分収

造林制度(日生の森)の活用に伴う地元労働力の確保。

営林署，林業事業体等による宮･民合同の施業研修会の

開催等,安定した原木供給基地づくりへの取組みおよび下

流域の支援を得だ森林の整備。

9
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｢地域外から受注，地元材を使用･加工，受注先に

移送，建築」という産直住宅のシステム販売を始

めた，との発表があった。現在創立11年目であ

り，当初は赤字であったが平成元年から収支も好

転し，累積でも現在は収益が出る段階となってい

る。

また．川上の森林組合，川下の建築業者，製材

業者が一緒に組織化されることは互いに利害の対

立があり，そうした組織はうまくいくはずがない

という指摘があるが，町が利害調整の役割を担っ

て，協議会の円滑な運営を図っているという現状

についての発表ｶざあった。

●林業担い手対策

3番目のテーマr林業担い手対策」では，大分

西部流域(大分県)，嶺北流域(高知県)，吉野流域

(奈良県)，紀中流域(和歌lll県)から発表があった。

このうち吉野流域では，担い手確保のための条

件整備として,年収は最低でも450～600万円を確

保し，かつ，家族も住める住宅が必要であり，川

上村ではすでに実行している。また，森林施業の

効率と安全性のアップのため乗用モノレールの設

置，ヘリポートの設置を進めているとの報告があ

った。

また，嶺北流域では，全国の森林・林業関係者

の間ではすでに知れわたっている第三セクター

｢とされいほく」において，林業という仕事の3K

というイメージからの脱却，山の仕事のすばらし

さのPRといった人材確保についての創意工夫を

行っていること等について報告がなされた。

さらに紀中流域では，他の流域とは異なる流域

管理システムの普及・定着方法として「龍神村を

核として外へ広げていく」という考えの下に，ま

ず龍神村において若者確保対策として民間就職情

報誌を活用した求人活動等を実施しているという

発表がなされた。

●民有林・国有林の連携

4番目のテーマ「民有林・国有林の連携」につ

いては，富士流域(静岡県)，球磨川流域(熊本県）

から報告があった。

民・国の連携については，資源の賦存状況等ま

11

さに流域の特質に負うところが大であり，さらに

は，林業全体の低迷や国有林の一段と厳しい経営

事情等から，連携について非常に難しい問題もあ

るが，富士流域では，国有林材の供給をリード役

とする富士ヒノキのブランド化の推進，分収造林

制度の活用，また球磨川流域では，民・国共同の

森林施業講習会の開催等の有意義な活動が行われ

ているとの発表があった。

4．おわりに

多くの流域で加工事業協同組合の設置，プレカ

ットエ場の新設など流通・加工体制の整備では具

体的な「物」が設置されるなど目に見える形で進

展していると感じた。

しかし,労働力の確保対策での大きな問題一

林業のマイナスイメージーという部分,あるい

は,川上の林家からの原木の安定的供給(伐採活動

の活性化,林家登録制度など)については，それぞ

れの流域でアイデアを持って真剣に取り組んでい

るにもかかわらず,直面する問題(過疎,林業の構

造的不況)があまりにも大きすぎて,これからが正

念場という状況であると感じた。

森林・林業関係者の中でさえも，林業への関心

が薄れつつあると考えられる今，このサミットの

発表(報告)を生かし，今後，流域管理システムの

一層の推進に向けて施策の具伽上等を図っていき

たいと考えている。

（いいほしよしのり・林野庁計画課）

森林航測第772号

リモートセンシングとGISを併用した

森林変化の抽出法･･……･…･……･……･平田泰雅

GPSを持って森林に行こう

－その利用法と精度．．…･･･………．．…露木聡

寒冷地形の特性とは？－特定地理等保

護林の事例を交じえて．……．．…････．．……小泉武栄

私の付筆紙、一遠隔探査f何を何に使

うか，撮影装置とプラットホームの使

い分け………－．…．．……．．…．･･･…････､沢田治雄

森林インストラクターのための空中写真
教室3－空中写真をもっと身近に……野々口義延

日林協事業部(a03-3261-6969,FAXO3-3261-3044)

林業技術No.6241994.3
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木材産業ビジョンについて
国産材の活性化に向けた実践的な取り組みを－

平田昭彦
寧哩轌麩』…亘…zも抄亡Ⅱ…面…三日…＝…澤堂万里轡…｡ごr二つﾐﾛｮ亮A司幹どr…垂』雪寸璽包“区画…強唾”鑑毒坐騨墾…琴す幸三＝唯潭詫蹉睡睦…p皇亘…二㎡甜嘩X窒一r郵座X…知⑫甑…X…＝星.…竃為笙……

1°はじめに

木材産業ビジョンについては，平成5年度『木材産

業高度化総合対策事業」に基づき，全国木材協同組合

連合会（会長・古本琢磨）が策定事業の実施主体とな

り，全森連，全木連ほか関係団体の協力の下に，専門

委員会および総合委員会における審議を主体に，昨年

4月以降，検討を進めてきたところであるが，昨年12

月9日開催の第3回総合委員会において承認決定され

た。

本ビジョンは，近年における国際化の進展と急激な

円高の進行等から，多種多様な木材製品の輸入が急増

するとともに，木質系以外の製品との競合が激化し，

海外の木材産地国における環境保全や現地加工政策に

伴う原木輸出規制の強化と相まって，原材料の確保お

よび需要榊造の変化の両面から，激しい変革を迫られ

ているわが国の木材産業について，今後の発展の方向

と対応策を業界の立場から提起したものである。

検討の視点としては，21世紀初頭を目途に，木材産

業をめぐる現状・動向を動かしがたい与件とせず，林

業との具体的な連携の下に，木材業界の能動的な取り

組みにより変化させていくという姿勢で，木材産業の

あるべき方向と業界の自主的な対応策を明らかにする

こととし，併せて関連する諸施策について，川上サイ

ドからの提言と行政への要望を取りまとめることとし

た。

さらに，ビジョンの重点目標として，①多様な需要

者ニーズに即応した機能性の高い商品の開発・供給に

取り組み，リサイクルを含む資源の有効利用を図り，

人と環境にやさしい木材・木製品の需要を拡大してい

く，②充実しつつある国内森林資源の活用を基軸に，

量・質・価格ともに安定した供給を行い得る生産・加

工・流通体制を確立する，③労働力人口の減少，国際

貿易の動向等に対応し，企業体質の強化を図り，木材

産業の全般にわたる再編整備を進め，国民生活の向上

に貢献するr環境適応型産業」を構築する，ことの3
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点を掲げ，この目標の実現に向けた取り組みを提示す

ることとした。

2．対応の方向と具体的な取り組み

木材産業が抱えている基本的課題を踏まえ，3つの

重点目標の実現に向けた対応の方向としては，

①需要者ニーズに即応した商品供給の促進

②川上から川下に至る全体コストの削減

③国産材にシフトした原材料の安定確保

④全部門における再編整備の推進と新たな供給体制

の確立

⑤労働力対策への多面的な取り組みと企業体質の改

善

以上の5点が各業種に共通した事項として挙げられ，

具体的には，次の9つの対策を主体に，各地域や業態

に即した取り組みを積極的に展開していくこととする。

(1)品質・性能の保証

木材製品の信頼を確保し，需要を維持確保していく

ため，製品の乾燥・規格化を進め，需要者のノークレ

ームの要請に対応した品質・性能を保証する供給体制

を構築していく。このため，特に乾燥材の供給の遅れ

ている製材については,2000年におけるJAS製品の

供給目標を設定し，山元での葉枯らしから，丸太およ

び製品の天然・人工乾燥までを組み合わせた低コスト

の乾燥技術を開発実用化する。

(2)商品開発・技術開発の促進

木材を合理的かつ多様に利用していくため，次のよ

うな木材の特性を生かした商冊,開発や技術開発に取り

組み，非木質系資材と価格・品質の両面で競争できる

商品を安定供給していくことが重要。特に，住宅部材

については，現場施工の効率化に対応した取り組みが

不可欠である。

①耐久性・防火性・断熱性・遮音性等，機能性の優

れた商品の開発・実用化

②大型建築物への木材利用促進のため，鉄骨に替わ

る集成材bLVL等の開発・普及



③現場施工の容易な部材開発の促進

④以上の取り組みと併せ，スギ中目材の利用技術の

開発の促進および小径材，林内の生産残材，建築

廃材等の有効利用技術（仕組み）の開発・実用化

(3)先端技術を活用したコストの削減

木材製品の国際競争力の向上のため，先端技術の積

極的な導入等により，各部門のコストを引き下げると

ともに，物流の多段階性を廃し，全体的なコスト削減

に向け，次のような取り組みを進めていく。

①素材生産の生産性の飛躍的な向上とコストの引き

下げのため，後記の事業盤の安定確保の取り組み

や路網整備の促進と併せ，高性能林業機械を積極

的に導入

②一般材の製材コストの削減に向け，原木の搬送，

皮はぎ，加工・乾燥から，製品の選別・仕分け，

結束に至る製材ラインの自動化（無人化）

③針葉樹合板の低コスト製造・歩止り向上技術の開

発と高品質化

④部材のパネル化，ユニット化やプレカットシステ

ムの推進により，住宅生産まで組み込んだ工程管

理と輪配送の合理化を進め，物流の多段階性を改

善

⑤輪配送の共同化,コンピュータ機器の活用,情報・

取引ネ､ソl､ワークの整備等により，生産・加工か

ら流通・建築を通じた地域・業種横断的な生産流

通システムを構築

凶)国産材の安定確保

木材製品の安定供給体制の確立のためには，原材料

の安定確保が不可欠であり，今後，国産材へのシフト

を軸に，林道等の生産基盤や間伐等の資源雛備と併せ，

川上の林業との固い連携の下に，次のような取り組み

を強化していく。

①計画的，安定的な伐採（主・間伐）事業量を確保

していくため，流域管理システムの実践的な展開

を推進していくこととし，森林所有者の伐採計画

の把握，これに基づく立木販売（素材生産･販売）

予約システムの導入およびこれらの取り組みを支

援する仕組みの構築

②安定供給契約等に基づく事業者間の連桃，取引価

格の透明化・安定化のための取引方法の改善と原

木集荷拠点の整備

③これらの事業主体となる森林組合，素材生産業，

原木市場等の再編整備

13

(5)外材の安定確保

当面，依存度の高い輸入原木等の安定確保のため，

末利用の海外資源の有効利用や原材料供給源の多角化

を進め，安定輸入に努めるとともに，的確な悩報不足

に起因する投機的な購入行動の排除に向けた，業界体

質の改善に努める。

①主要産地国の原木・製品の需給と価格の動向およ

び森林・林業，木材貿易政策の動向など生きた情

報の適時適切な収集・分析とリアルタイムの提供

体制の整備

②産地国の森林資源の再生産に見合った木材の安定

輸入に努めるとともに，未利用資源の活用や供給

先の多角化を椎進

③公平で安定的な貿易ルール確立のための業界レベ

ルでの国際交流・国際協力の推進と必要な現地調

査の実施

旧)拠点化を目指した業界の再編整備

需給構造の変化と原材料の確保難の両面から，過剰

設備の見られる現状を踏まえ，各業種ごとの将来の見

通しと発展方向に即応し，過剰設備の廃棄と生産性の

高い設備への切り替えを計画的，効果的に進めていく。

①素材生産については，事業の共同化や他業種との

連携を含め，資本力の強化，規模拡大を図り，高

性能機械の導入や安定雇用の可能な近代的事業体

に再編

②木材チップについては，紙パルプ業界との協力関

係を基本にしつつも，紙パルプに過度に依存する

産業構造を改め，ボード等の木質パネルや土地改

良資材，炭化製品の原料等の新たな需要開拓とコ

スト改善を椎進し，その安定供給を可能とする全

‘体規模・事業体に再編

③一般製材については，原材料の質的・量的変化や

流通構造の変化に対応し，過剰設備や非効率的な

設備の廃棄と併せ，自動化ラインの導入等の生産

設備の合理化，流通・建築分野への参入・提携な

どに即応し得る製材業に再編

④合板製造については，新たな広葉樹原木の供給先

の開拓，国産針葉樹等への原料転換と，より付加

価値の高い生産品目への転換を図りつつ，今後の

需要に即した適正規模に向けて過剰設備を廃棄し，

業界の再編を推進

⑤国産材を主体に，原木の供給，製品の加工・流通

ほか関連施設を，全国的な視点に立って，一定地

域に集積していく「木材加工・流通総合基地（仮

林業技術No.6241.994.3
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称)｣の整備を進め，消費に直結した大規模の生産

流通体制を構築

（7噺たな業態開発の促進

前記の各業種の再編整備と併せ，主たる需要先であ

る住宅資材の合理的な供給システムづくりに向け，次

のような異業種間の交流，連携，グループ化等による

新たな業態開発に取り組んでいく。

①森林組合，素材生産業原木市場等と木材加工業

との原木の年間販売契約などの新たな取引方式

（予約販売・見本販売・定価販売等）の導入

②製材・部材加工・住宅建設の一体的システムづく

りを通じたマーケット戦略の展開

③合板メーカーの合板製造技術を基礎とした「総合

建材メーカー化」

④新たなマークーットの創造に向けた高次加工商品の

開発と需要開拓の促進

⑤新商品（品質・規格の保証された工業化製品）の

在庫管理システムの開発と与信機能を生かした照

会取引の導入等による流通機能の強化

(8)労働力確保と企業体質の改善

労働力不足社会の下で，木材産業の発展の基となる

優秀労働力を確保していくため，高生産性・高収益型

産業への企業体質の改善を前提に，職場環境や労働条

件の改善を進め，人材の確保・養成に努めていく。

①高能率・高労働条件の職場づくりに向けた企業経

営者の意識改革の推進

②労働時間の短縮や処遇改善の推進

③労働安全,福利厚生,社内提案制度の充実などr人

を大切にする対策」の充実

④先端技術や新商品の開発・実用化に必要な人材の

確保，女性・中高年者の活用，職場内外の研修強

化

⑤企業イメージの向上と「環境適応型産業」の構築

に向けた業界ぐるみの取り組み

(9)業界団体の取り組み

木材産業の厳しい状況と本ビジョンで提起した対応

策の必要性を，各企業が認識し，共通理念を持って真

剣に取り組んでいけるように，業界団体による土壌づ

くりと業界団体自体の活性化が重要。

①業界団体の調査・分析活動の充実，下部機関・個

別企業に対する指導啓もう，情報化への対応や研

究開発活動への支援協力

②業界団体組織の基盤強化と活性化

③新たな視点に立った「人と環境にやさしい木材需

林業技術No.6241994.3

要拡大活動」の全国的な展開

3．行政に対する政策支援の要望

木材業界は，以上のように木材産業の全般にわたる

再構築に向けた自助努力に全力を挙げて取り組んでい

く。

この際，この取り組みを助長する支援策，業界のみ

では対応し得ない問題解決のための諸施策の強化につ

いて，次のような措置を行政に対して要望する。

(1)木材産業の再編整備と新たな供給体制の確立

①木材チップの新たな需要開拓，合板の針葉樹への

原料転換，中目材の利用拡大（低コス1､乾燥技術

の開発を含む)，林内の残材･建築廃材の低コスト

利用等の促進のため，技術開発・実用化に必要な

助成措置および企業の開発投資の誘導と立ち上が

りのリスク負担の軽減・助成措置

②過剰設備の廃棄と生産性向上のための省力化投資

を促進するための助成措置および今後の「木材加

工・流通総合基地」の整備に向けた調査・事業化

の支援措置

③海外情報等の調査・収集と提供体制の充実に要す

る支援策の強化

(a国産材の安定供給と利用促進に向けた森林所有者

対策の充実

①林道等の路網整備，間伐の促進等森林の生産墓礁

整備のための諸施策の充実・強化（川下施策と一

体的，重点的な実施）および適正な森林施業の推

進等に対する補助・金融・税制等の充実・強化

②利回りが極めて低位にある超長期の林業経営に対

し，公益的機能の確保に要する掛かり増し経費を

含め，抜本的な支援措置の検討・充実

③流域管理システムに基づく計画的，安定的な事業

量の確保，高性能林業機械の導入等に必要な各種

情報の収集・提供等に対する支援策の実施

(3)山村地域における定住促進対策の強化

木材産業の活動基盤となっている山村地域社会の活

性化を促進するため，国・地方を挙げた総合的な振興

策の充実・強化

4．ビジョンの実現に向けて

本ビジョンは，バブル経済の崩壊以降，原材料供給

面および需要面での構造変化により，厳しい潔境にさ

らされている木材産業について，第1に，需要者ニー

ズに適応した商品を安定供給していくこと，第2に，

国産材にシフ|､しつつ，必要とする原材料を安定確保

するため，川上（森林所有者）との具体的な協力関係



を描築していくことの2点を主体に，全般的な活路開

拓方策を提示した。

特に，国産材については，林野庁が今後の林政推進

の柱に位置づけている「流域管理システム」との関連

に着目して，いくつかの取り組みを提起したところで

ある。

しかしながら，本ビジョンで示した方策は，あくま

でも全業種に共通した全国的な対応策であり，現実的

なものとして本ビジョンを展開していくためには，各

地域における森林資源や木材産業の現状，木材需給の

動向等の実態に即した戦略に高め，これに基づく具体

的な取り組みを進めていくことが必要である。

各都道府県段階において，関連する木材業界が連携

して，行政の支援協力の下に，川上と一体となって，

｢地域ビジョン」づくりに早急に取り組まれるととも

に，林業部門においても，本ビジョンで提起した国産

材の安定供給対策等を含め，川上ビジョンの策定に向

けた検討を進められることを期待するものである。

＊ ＊ ＊

（付記）川下から川上への期待と提案

本誌の編集担当者からの原稿依頼の趣旨は，木材産

業ビジ､ヨンの内容紹介と併せ，特に川上の林業サイド

に対し，川下の木材産業サイドから提起している対策

について，重点的に記述してほしいとのことであった。

この件については，本ビジョンの検討に際し，21世

紀初頭に向けて充実しつつある国産材の活用が中心的

課題となったことから，素案作成段階においては，今

後の川上施策を含め，相当の議論と検討を行った経緯

がある。

しかしながら，木材産業ビジョンの性格上，川上施

策に関し，立ち入った問題提起は避け，川下サイドの

自主的な取り組みを主体に記述し，川上問題について

は，行政に対する政策支援の要望という形で整理した

ものである。

以上のようなことから，以下については，日ごろか

ら筆者が考えていた川上に対する期待願望的な私見を

要約したものである。今後，川上サイドで「林業ビジ

ョン」の検討を進められる場合，参考の1つになれば

幸いである。

(1)国産材の安定供給への期待

木材産業が直面している最重要課題は，必要とする

原材料の安定確保（数盤・品質・価格）の問題である。

15

戦後から昭和30年代ごろまでは,国有林を中心とし

た国産材に，その後は，海外諸国から輸入される外材

に全面的に依存する体制の下で，わが国の木材産業は

発展してきたが，昨年の地球的規模での環境保護問題

に起因する伐採規制，産地国の製品輸出重視の戦略等

から，先行き不透明な情勢となり，米材，南洋材とも

様相が一変した。

このような状況を踏まえ，毎年4～5千万nfも蓄積

が増加しつつある国内森林資源に対する期待が,各業

種を通じて高まりつつあるが,平成4年には2717万nf

(自給率25％）となった。

この原因は，資源的現況から国有林の伐採量が年々

減少してきていること，私有林については’立木価格

の低下と人手不足から，林業経営意欲が減退し，長伐

期指向が強まっていること，路網整備の遅れ等から採

算可能な間伐箇所が少ないこと等が挙げられる。

したがって，現状のまま推移すればう国産材に対す

る期待が川上，川下の双方から高まっているにもかか

わらず，そのシェアはさらに低下し，木材産業の衰退

のみならず日本林業の崩壊，ひいては森林・国土の荒

廃，山村社会の空洞化をもたらすことが懸念される。

このため，今回の木材産業ビジョンの検討に際して

は，山から出てくる原木を待ちながら使っていくとい

うこれまでの姿勢を改め，安定供給契約をべースとし

た川下から川上への積極的な働きかけと併せて，流域

管理システムの実効ある展開を図っていく仕組みを構

築し，川上と川下との新たな信頼関係を形成していく

ことを柱に，次に述べるような試みを提起したところ

である。

(2)原木の安定供給体制確立のための試案

A.流域管理システムに基づく計画的森林施業の確保

改正森林法の趣旨は，森林の機能区分を踏まえ，全

国158の流域について，国有林，民有林を通じた森林

施業計画を作成し，これに基づいた効率的な事業を展

開することにより，地域の木材産業に計画的，安定的

に国産材を供給し，川上，川下一体となった振興発展

に努めていくことと理解する。

このための仕組みとして，関係者が参加した「流域

林業活性化センター」が設置されることとなっている

が，このセンターの指導調整機能の強化を中心とした

次のような取り組みと行政の強力な指導・支援を期待

するものである。

①流域林業活性化センターの充実強化

流域管理システムの中核として，森林施業計画お

林業技術No.6241994.3



16

よび路網整備・素材生産等の事業計画の調整取りま

とめのほか，事業関係者への連絡指導や加工流通体

制の整備の指導等に重要な役割を果たすこと力蝿待

されている「センター」の機能強化を図るため，優

秀な人材の配置（国・地方公共団体からの職員の出

向派遣を含む)，情報機器の整備，必要な資料･情報

の収集等について，自主的な実行体制が整備される

までの一定期間，国・地方公共団体の指導と助成を

行う。

②森林施業計画の共同化等の推進および森林組合の執

行体制の充実

流域内の民有林の森林資源の現況と森林所有者の

意向の把握，森刺施業（団地共同）計画の作成，路

網整備・素材生産等の実施計画の作成およびこれに

基づく施業協定（一定期間の素材生産等の施業受託

契約)の締結など,民有林の森林管理業務を鐵ら担
当する森林組合の執行体制を充実・強化することと

し，これらソフ|､面を主体にした国等の助成を充

実・強化する。

③共同施業の推進に対する重点的な助成制度の検討

森林所有者の林業経営に対する意欲を向上させ，

共同施業への参画を促進するとともに，計画的な森

林施業の実施を確保するため，上記②および次のB

に該当する者に限定して，税制上の優遇措置の適用，

伐採跡地の造林・保育等に対する助成措置の拡充等

について，重点的に実施する。

B.立木販売（素材生産・販売）予約システムの導入

①素材生産事業体の育成整備および｢認定事業者制度」

の実施

事業経営能力の優れた近代的な素材生産事業体

（森林組合･原木市場等を含む）の育成整備を推進す

るため，全国的な実態調査を行い，一定規模以上の

実績，資本装備，常勤の従業者を有し，安全衛生対

策等においても非違事項のない事業体を申請に基づ

き都道府県知事が適格事業体として認定する制度を

実施する。

②森林所有者と認定事業者との予約システムの導入

前記Aの②により，素材生産等の実施を予定して

いる森林所有者と認定事業者（森林組合，素材生産

業者，原木市場等）との二者間または三者間で，今

後，5年程度の期間を対象に，立木販売(素材生産・

販売）の実行を予約する契約を導入し，事業量の安

定確保と併せ，効率的な素材生産によるコスト引き

下げの成果を，川上へ還元するような仕組みを創設

林業技術N().62419943

する。

C.原木流通拠点の整備と取引方法の改善合理化

①原木流通の拠点となる産地市場の整備

流域管理システムによる原木供給基地および流通

拠点となり得る大規模の原木市場の再編識葡を進め

る。

②市場の集荷機能の充実と取引方法の改善合理化

流域内の素材生産業の連携強化と併せ，立木販売

の予約システム等の活用を図り，原木市場自体によ

る立木，素材の買付けのほか，乾燥材の供給促進の

ための立木備蓄，葉枯らし材生産防腐処理乾燥材

のストック等を実施し，集荷機能を充実する。

さらに，従前からの市売りのほか，製材工場等の

需要者へ山元から直送販売する付売り・予約販売・

定価販売等の導入，価格の透明化を含め，取引方法

の改善合理化を進めるとともに，出荷者に対する販

売代金の迅速な支払いと買受者のI朧入代金の確実な

回収を保証する公的な仕組みの導入についても検討

を進める。

また，光センサー付き原木自動仕分け選別装置，

高能率の荷役機械，販売業務の合理化のためのコン

ピュータ等の導入を進め，流通コストの削減とサー

ビスの向上を図る。

D・路網整備および機械化の重点的推進

上記のような取り組みにより，一定規模以上の素

材生産が継続的に見込まれる流域を対象に，林道，

作業道等の路網整備および高能率林業機械の導入に

対する国等の助成を優先して実施する。

この場合，特に負担能力に欠ける間伐対象林にお

ける路網整備を促進し，林内に放置されている小径

材等の低コス1､利用を図るため，国有林を含め，森

林所有者の受益者負担の大幅な軽減措置を創設する

必要がある。

（ひらたあきひこ・全国木材協同組合連合会

専務理事）

書店売りが始まりました〃

「森の動物の100不思議」
社団法人日本林業技術協会の平成5年度会員配布図
書として編集された本書の一般販売が始まりました。
最寄りの書店でお求めください(定価1.200円･税込)。

発行：東京書籍株式会社（盆03-5390-7531）
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1．持続的な林業経営の必要性

林業は，造林から伐採まで数十年，場合によっ

ては百年を超える長期間を要する産業であること

から，確固たる管理経営方針の下で継続されるこ

とが望ましい。短期間に目先の利益を追い求める

経営を行えば，外部要因で林業の収益性が低下し

た場合などに森林施業が放棄されて森林の有する

公益的機能の発揮に重大な支障をもたらし，国土

保全上取り返しのつかない事態に立ち至るおそれ

もある。

平成4年6月，ブラジルで開催された国連環境

開発会議（地球サミット）で採択された「森林原

則声明」等において，「持続可能な森林管理経営」

が強調されたゆえんでもある。

わが国における林業経営は従来，この点につい

てはさほど問題がなく継続されてきて，世界各国

の模範になり得るといっても過言ではない状況で

推移してきたが，近年，林業の収益性の大幅な低

下等に相続税の重圧が加わって，林業経営が弱体

化する事例が増加している。

林野庁企画課が昭和55年から63年まで行った

森林承継調査によると，相続が発生した場合，平

均的に森林所有者の数が2倍になっているという

結果も出ており，このまま推移すれば，健全な林

業経営の維持継続が危うくなる可能性もある。

相続税問題を解決する1つの方法として法人成

り（個人企業が株式会社，有限会社等の法人にな

ること）の制度があり，林業の場合においても法

人成りの際には経営の合理化，安定化等を推進す

る観点からかなりの優遇措置（山林を現物出資し

た場合の納期限の特例）が認められている。確か

に法人化すれば，法人としての相続税の問題はな

くなるわけであるが，中心的な経営者が死亡した

場合には持株等の相続の問題が起き，株式等が分

散していく事態は避けられない。その結果，多く

の株主等を満足させるために短期に利益を追求す

る場合が考えられるなど，長期にわたって一貫し

た管理経営方針が反映されにくくなろう。林業に

おいては法人成りで相続税問題のすべてが解決す

るというわけにはいかない。

このようなことから，健全な林業経営を継続し

ていくためには，森林所有者の相続税を軽減する

ことがぜひとも必要であり，林業界としても林業

の相続税制の改善のための働きかけを関係各方面

に対して行ってきた。そして，林野庁の理解と支

援を得つつ，その運動の成果は着実に上がりつつ

ある。

2近年の税制改正等

昭和60年度から平成3年度の期間における林

業の相続税に係る税制改正，相続税財産評価の見

直し等のうち，主要なものは次のとおりである。

(1)昭和60年度

…計画伐採に係る相続税の延納期間の延長

森榊f業計画認定森林については，その計画の

対象となっている立木価額が課税相続財産の価額

40%相当以上で,かつ,不動産等の割合が50%以

上である場合には，その立木価額に対応する部分

の税額を延納することｶ§できるとされているが，

租税特別措置法の改正によりその延納期間が15

年から20年に延長された。

(2)昭和62年度

…延納利子税率の引き下げ及び立木に係る

相続税財産評価上の標準伐期の延長

森林施業計画の対象立木については，年4．8％

林業技術No.6241994.3
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の利子税を負担しつつ20年以内の期間内におい

てその計画に基づく立木の伐採の時期及び材積を

基礎として分納することができるとされているが，

その利子税率が年4．8％から年4．2％に引き下げ

られた。

また，立木については，相続税の財産評価上，

従来から1年生の立木の標準価額と標準伐期（主

として40年)の立木の標準価額とを基に，グラー

ゼル公式により林齢に応じて算定される価額等に

よることとされているが,その標準伐期が10年延

長された。この措置により伐期未到達立木の相続

税負担額が相当程度軽減されることとなった。

(3)平成2年度

…延納利子税率の引き下げ

森林施業計画の対象立木については，延納利子

税率が年4．2％から3．6％に引き下げられた。

(4)平成3年度

．･･特定森林施業計画の対象立木について相

続税の延納期間の延長及び計画伐採に係

る相続税の延納等の特例について適用要

件である相続財産に占める立木価額の割

合の引き下げ

森林法の改正により長伐期施業を推進する目的

で特定森林施業計画制度が創設されたことに伴い，

その計画の対象立木については，相続税の延納等

の特例の延納期間が20年以内から40年以内に延

長された。

また，森林施業計画の対象立木については，相

続税の延納等の特例の適用要件について，相続財

産に占める割合が40％以上から30%以上に引き

下げられることとなった。

林野庁企画課の試算によれば，これらの措置に

より相続税の負担額は相当程度軽減され，例えば，

平均的なスギ人工林を相続した場合，林業相続税

のかからない山林面積が,普通林で昭和61年には

23haであったものが56haに，保安林で昭和61

年に29haであったものが81haに拡大したとの

ことである。また,平均的なスギ人工林300haを

相続した場合，昭和61年の相続税額100に対し

林業技術No.6241994.3

表･1立木の相続税評価に係る標準伐期の改訂

国税局名’スギ

東京

関東信越

大阪

札幌

仙台

名古屋

金沢

広島

高松

福岡

熊本

55年
（5年延長）

60年
(概ね10年延長）

60年
（10年延長）

60年
（－）

60年
（5年延長）

60年
(概ね10年延長）

60年
（5年延長）

60年
(10年延長）

55年
(概ね5年延長）

50年
（5年延長）

50年
（5年延長）

ヒノキ

帥～65年
(5年延長）

65年
(5年延長）

60～65年
(5年延長）

65年
(5年延長）

65年
(5年延長）

65年
(5年延長）

65年
(5年延長）

60～65年
(5年延長）

60年
(5年延長）

60年
(5年延長）

て，これらの措置の効果により，普通林では58,

保安林では43に軽減されることになったとして

いる。

3．平成5年度の税制改正における改善

平成5年度の税制改正においては，林業界とし

ては，幼齢林の立木は下刈り，除伐等の保育を必

要とする投資期間である反面，立木自体としては

市場価値が極めて低い実態にあることから，幼齢

立木の相続税評価額を大幅に減額することを強く

要望し,林野庁もそれを受けて,林齢15年生以下

の立木の評価をゼロとすること,林齢16年生以上

25年生以下の立木の評価を調整し減額すること

等を大蔵省に対する税制改正要望の重点事項とし

て提出した。

これに対して大蔵省は租税特別措置法の改正に

は応じられないとして強い難色を示したため，自

民党税制調査会の場で論議されることとなり，最

終的には立木及び土地の評価方法を見直すことで

決着した。

平成4年12月17日に決定された自民党の平成
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図・1立木の相続税評価額（グラーゼルの公式によるスギha当たり評価額）
（平成5年1月1日から適用，林野庁企画課平成5年8月作成）

の育林費「C」を据え置き（ただし，マツは現

行より引き下げ)，費用価(年2％複利）により

評価する。

②国税庁長官の定める標準伐期を国税庁ブロ

ックごとに立木伐採の実態に応じて5～10年

延長し(札幌国税局管内のスギは据置，表．l参

照)，11年生以上の立木についてはグラーゼル

公式により評価する。

③それらと併せ，地利級判定の基準となる小

出し距離（伐採箇所から林道土場までの距離）

を実態に即し，従来のr15～2km」の範囲から

｢0.3～0.5km」の範囲に改訂する。

5年度税制改正大綱の別記（相続税関係）の中に

次のとおり明記された。

『森林資源に関する基本計画（昭和62年7月閣

議決定）における伐採年齢の長期化等の課題に資

する等の観点から，立木に係る評価については，

林野庁による伐採実態の調査の実施等も踏まえ，

標準伐期を含む評価の適正化を図る』

評価の適正化は，林野庁と国税庁との協議によ

り，平成5年1月1日以降に発生する相続に適用

されることとなったが，平成5年1～3月に発生

する相続についての申告期限が平成5年10月末

であることにかんがみ，それに間に合うよう林野

庁が必要な実態調査を行うこととされた。

林野庁の実態調査と並行して，国税庁も独自の

調査を行い，それらの調査結果を踏まえ，平成5

年7月に立木の相続税評価の適正化，8月に林地

の相続税評価の適正化の具体的内容がそれぞれ次

のとおり固まった。

(1)立木の相続税評価の適正化

①1～10年生の幼齢立木については初年度

従来，立木の相続税評価は，まず育林費を基礎

とした初年度の立木価額と国税庁長官の定める標

準伐期の立木価額を定め，その中間の年齢の立木

については最小自乗法を応用したグラーゼル公式

によって算定していた。しかしながら，このグラ

ーゼル公式によると，特に幼齢立木の評価額が取

引の実態に比べて高くなりすぎる傾向があった。

林業技術No.6241994.3
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それが今回の①の措置により,10年生以下の立

木の評価については実態に近い水準に引き下げら

れることとなった。

また，②のように国税庁長官の定める標準伐期

が延長されることにより，11年生以上で標準伐期

未到達の立木の評価額も相当程度引き下げられる

こととなった。というのは，グラーゼル公式をグ

ラフで表してみると,／状に直線的に評価額が上

昇するのではなく，右肩上がりの2次曲線状にな

るため，伐期が延長されて伐期時の立木の評価額

が適正に決められれば伐期前の立木の評価額は相

当程度減額される理屈である。

しかも，標準伐期の立木の評価額も実態に合わ

せて，ある程度引き下げられることとなったので，

林野庁企画課が作成した図･1を見ても理解でき

るように，大幅な減税効果となっている。林業界

の要望を受けて，林野庁が大蔵省に提出した，林

齢15年生以下の立木の評価額をゼロにする等の

当初案よりも全体の評価額は大きく軽減されるこ

とになったわけである。

さらに，③の小出し距離も実態に即し改訂され

ることとなった。立木の評価額は伐採搬出コスト

を割り引いて考えなければならないため，林道及

び市場までの距離によって大きく異なってくる。

このため，個々の林分の立木の評価に当たっては

標準的な林分を設定し，その林分の評価額に係数

を乗じて，それよりも林道及び市場（発駅）に近

ければ高く，遠ければ低く評価額を調整する仕組

みとなっており，具体的な調整はr財産評価に関

する基本通達」の「地利級判定表」によって行わ

れてきた。しかしながら，この「地利級判定表」

では，評価に当たって大きなウエイトを占める，

標準的な林分の小出し距離（伐採箇所から林道土

場までの距離)が1.5～2.0kmとされており，現在

では立木価格がマイナスとなってしまうような林

分を標準的な林分としてきたという大きな問題が

あった。それが今回の見直しで，実態に合わせて

0.3～0.51"と改訂されることとなったわけであ

る。

林野庁企画課の試算によれば，これら①から③
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までの措置により，スギ人工林の場合で,100ha

の森林について相続が発生したケースで従来より

も立木の相続税額が8割程度，200～300haのケ

ースで5～6割,1,000haのケースで4割程度，

それぞれ軽減されることになるとのことである。

もっとも，従来の地利級判定表が現実離れして

いることは国税庁も理解してきており，それがそ

のまま適用されることはほとんどなかったともい

われているので，その辺のところは若干割り引い

て考える必要はあろうが，それにしても極めて大

きい減税効果であり，今回の見直しは高く評価さ

れよう。

(2)林地の相続税評価の適正化

①従来，基準地等（国土利用計画法施行令7

条1項に規定する基準地及び地価公示法2条に

規定する標準地）の属する一定の地域を，例え

ば「大字」等により一括して区分し，同一の評

価倍率を適用していた例が見られたが，平成5

年分については，基準地等が宅地開発可能な地
くく

域にある場合には，評価倍率の適用地域の括り

を，そのような地域とそれ以外の地域に区分す

るなどの適正化を図る。

②地域区分の方法としては，「林班番号｣で表

示するほか,｢保安林｣,｢森林施業計画認定林地」

等の区分を新たに設けることにより，「純山林」

として評価すべき地域を適正に区分することと

する。

林地の相続税評価については，特に大都市周辺

地域で問題になっており，宅地開発可能な地域の

地価に引きずられて，その周辺の純山林の相続税

評価額が異常なまでに上昇し，林業の継続を放棄

せざるを得なくなる事例も出てきていた。

今回の見直しは，そのような大都市周辺地域の

林地の評価に大きな効果があると考えられるが，

その他の地域でも，保安林，森林施業計画認定林

地等が厳密に区分されて評価されることとされた

ので，相当の見直し効果があると見込まれる。

4今後の課題

これまで記述してきたように，林業の相続税制



は着実に改善されてきており，特に平成5年度の

税制改正における立木の評価方法の見直しによっ

て相続税の負担額は大幅に軽減されることとなっ

た。

しかしながら，これで林業経営が健全な形で維

持継続されるかとなると，なお道遠しと言わざる

を得ない。

わが国の相続税制は，親の資産がそのまま子に

引き継がれることを認めない，子の代には他と平

等にゼロからスタートさせるというのが1つの前

提となっており，資産が大きければ大きいほど高

率の相続税が課される仕組みになっている。親か

ら子，子から孫と2回の相続があれば，孫は先々

代の資産の恩恵にはほとんど浴せなくなるとは，

よくいわれることである。

専業林家として健全な林業経営を維持継続して

いくためには，相当規模の森林を所有しているこ

とが必要で，それは一般的には大資産家というこ

とになり，しかも既述したように，造林から伐採

まで百年も要するということなので，その間に数

回の相続が発生することは避けられない。現行の

相続税制では，専業林家として存立していくのに

必要な規模の森林を所有し続けることは到底不可

能である。

林業の公益性を強く主張しても，地価の高い町

中にある医院や銭湯も相続の際には同様の問題が

あり，しかも医院や銭湯の公共性も林業に劣らず

高いという反論に遭い，その壁をなかなか破れな

21

いのが従来の経緯である。

このまま推移すれば，遠からずわが国には専業

林家が存在しなくなり，専業的な林業経営は，国

有林，公有林と大法人の所有する森林にしか残ら

なくなるおそれがあるが，わが国の林業に専業林

家は必要としない，ということにはならないと考

える。

専業林家の林業経営を健全な形で継続させるた

めには，現在農業に認められている，後継者確保

の観点から実質的に相続税が免除される納税猶予

制度のようなものが必要であろう。林業において

も，専業林家力溌全な林業経営を行うことができ

る適正規模程度の森林には相続税が免除されてし

かるべきではないか。

もちろん，そのためには，林業の公益性がほか

に比べて格段に高いこと，わが国の林業に，ある

程度の数の専業林家の存在が必要なこと，低コス

ト林業を実現させる観点から専業林家にとっての

適正経営規模はどの程度であるべきか等々の理論

の構築が必要とされよう。

所得税では林業の特殊性を踏まえて，分離5分

5乗制等の林業独自の所得税制があるわけである

から，現行の相続税制を一歩一歩改善していく働

きかけと併せて，林業独自の相続税制を実現させ

ることが今後の大きな課題である。

（さだちかずや・日本林業同友会常務理事，

㈱日本林業協会金融税制部会長）

最新･森林航測テキストブツク
【渡辺宏著',A5判,276ページ，定価3,500円（税･送料込)】

『森林航測テキストブック』は，これまでも多くの方々にご愛読いただいてまいりましたが，
最近の航測技術の発展を考慮し，それらの成果を取り入れつつ，ここに最新版として再度衣替
えのうえ発行の運びとなりました。基礎編・応用編のみならず演習編をも備えた本書は，学生
の皆様にはもちろん，新しく職場に入られた方，これから航測技術を援用しようとされている
研究者の方々まで，幅広く活用していただけるものと存じます。お問合せ・お求めは，下記の
日林協事業部までどうぞ。

お問合せ・お求め先……㈱日本林業技術協会事業部(a03-3261-6969,FAXO3-3261-3044)
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雪起こしの省略化は積雪環境･生産目標

との関連からどこまで可能か

小谷二郎
……ご…よZr… …………=……室…r…一心昌V塞唾セェu蛭＝…一瞬軍……鋸…

はじめに

雪に強く優良な材を生産することは，多雪地帯の林

業の永遠のテーマである。

この問題を解決すべく，以前から国や日本海側の都

道府県を中心に，あらゆる試験に取り組み，雪害防止

に関しての取りまとめが行われている(2''3)｡特に,雪起

こしの効果に関してはかなりの成果を上げ，施業の時

期・期間・方法等についての集約がなされている。

しかし，近年の林業を取り巻く情勢の悪化から，育

林の低コスト化を図ることが急務とされ，雪起こしに

関して過剰な投資がなされているのではないかという

意見が聞かれるようになった。その1つとして，植栽

初期の苗が柔軟な時期には，雪起こしを省略すること

が可能ではないかということが指摘されている。筆者

らも，数年前からこの問題の早期解決に向けて試験を

行い(5)，雪起こし省略の影響についての検討を行った

ので，この誌面を借りて少し述べてみたい。

1．積雪環境と根元曲がりとの関係

雪起こし施業の有無が成林に及ぼす影響について考

える前に，積雪環境によってスギ造林木にどのような

影響があるか考えてみたい。その1つとして，根元曲

がりの違いに焦点を当ててみたい。図･1は石川県の加

賀地方における過去20冬季の平均最深積雪と,Ⅳ～Ⅵ

齢級のスギ造林木の根元曲がり水平長(地上部1.2m

での傾幹'幅)との関係である。このように,最深積雪が

多くなればなるほど根元曲がりも大きくなることがわ

かる。このことは，根元曲がりは造林木の雪に対する

反応の1つと考えられ，人工造林の造成においては，

あらかじめ念頭に置く必要がある。図からわかるとお

り，最深穣雪1.0mと2.0mでは約2倍の開きがあ

る。梗元曲がりにおいて差が見られるので，当然成長

にも影響は及んでいるものと思われる。

2．雪起こし省略の事例試験

我々 が試験(5)を行ったのは,最深積雪が3．0m(ここ

5年間は2.0m程度)の地域で，省略の期間は3～5

年目(植栽翌年の2年目は桐塔みを行っている)までで

ある。結果は成長に関しては，はっきりとした違いは

見られなかったものの，根元曲がりに関しては，樹高

1.5m以上のものにおいて,5年目まで雪起こしを省

略した区は3，4年目まで省略した区に比べ曲がりが

大きくなった。しかも3年目から起こした区と4年目
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図・1最深積雪と根元曲がり水平長との関係
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積雪が1.0mの地域では5年生から，また，最深

積雪が2.0mの地域では10年生から，というこ

とになる。

ところで，最深積雪が1.0mの地域では，樹高

が2.5m以上になれば雪起こしが不必要になる

わけであるが,上記の試験結果では樹高1.5mま

で雪起こしの省略が可能なので，雪起こしが必要

なのは15mの時点から1.0m伸長する期間と

いうことになる｡それに比較し,最深積雪が20m

の地域では樹高が5.0m以上になれば雪起こし

が不必要になるので，雪起こしが必要なのは1.5

mの時点から3.5m伸長する期間ということに

なる。つまり，積雪が倍になれば雪起こしの期間

は3．5倍になるというわけである。しかも，樹高4，

5mのスギを起こすにはチルホールなどの道具が必

要であるばかりか，1人では起こすことはできず経費

もかさむわけである。また，この3．5倍は樹高の比で

あるので，材積ということになればさらに開きがある

わけである。したがって，倒伏木の根のボリュームも

異なり，最深積雪が2．0mの地域では根の損傷が大き

いと考えられる。

以上のことから考えると，少雪地帯と多雪地帯では

雪による樹木へのストレスの掛かり方が異なり，雪圧

に対する反応も異なる。したがって，両者において同

様な生育期間で同様な生産物を目指すことは不自然で

ある。

4．少雪地帯でも雪起こしの省略は可能か

先にも述べたように，根元曲がり量は積雪の量によ

って変化することを示した。したがって，少雪地帯で

は根元曲がりをなるべく少なくして1番丸太からの芯

持ち柱材を生産の中心とすることは当然考えられる方

策である。

では，こうした少雪地帯においても植栽初期におけ

る雪起こしの省略を行ってもかまわないのだろうか。

図･3は，3年生(樹高80cm)のスギで,雪起こし区と

雪起こし省略区での消雪後の立ち直り角度の季節変化

を比較したものである。試験地は最深積雪の平年値が

1.5mの地域であるが,暖冬が続いているため，ここ数

年の平均値は0.8mである。雪起こしは麻縄を用いて

行った。これによると，雪起こし区は雪起こし後20B

で約9割立ち直っている。それに対し雪起こし省略区

は，それより1カ月遅れて約7割力泣ち直った。しか

も10月の時点でも，雪起こし区に比べ角度が大きい。

2年生時の添木起こしでも同様に雪起こし区は立ち直
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図･2雪起こし前の樹高とH/Lとの関係(5年生）
H:樹高,L:樹幹長

から起こした区との間や，4年目から起こした区と5

年目から起こした区との間にも差が見られ，雪起こし

は早期から行うことによって曲がりを軽減する効果が

あることがわかった。ここで，我々が用いた根元曲が

りの表示方法は樹高(地際からの垂直高:H)に対する

樹幹長(樹幹の曲がりに沿った高さ:L)の比(H/L)

で表した。これは，曲がりや傾斜が多いほどこの値が

小さくなり，根元ばかりでなく幹全体の曲がりの影響

が反映されるわけである。図･2は，3～5年生まで毎

年雪起こしを行った区と同じ期間全く雪起こしを行わ

なかった区の比較散布図である。図からわかるとおり，

雪起こしを全く行わなかった区は雪起こしを毎年行っ

た区に比べ全体にばらつきの位置が低いことがわかる。

しかも，雪起こし省略区は樹高が大きくなるほど値が

小さくなる傾向があることがわかる。

ほかの試験〈γ)では，横塙1.5mからの雪起こしの有

無による成長および根元曲がりの回復の比較を行い，

雪起こしはなるべく早い時期から行うと好結果を得る

ことが報告されている。過去の石川県の試驍4)におい

ても，樹高1.5mまでは苗木の根元が柔軟なため倒伏

後の自然回復が，ある程度は期待されるという報告が

ある。

このことから，雪起こしの効果が顕著に現れるのは

樹高が1.5m以上になってからのようだ。

3．雪起こしの必要期間

雪起こしが不必要となるのは，造林木の樹高が最深

積雪の2．5倍以上になってからとされている('3)｡つま

り，最深積雪が1.0mであるなら，樹高が2.5mにな

ってから,また,最深積雪が2.0mであるなら，樹高が

5.0mになってからということになる。仮に，苗長が

50cm･樹高の伸長鐘が年に50cm程度と考えると，最深
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ずである。

5．豪・多雪地帯における雪起こしの省略

繰り返して述べるが，根元曲がりは最深積雪と

ともに大きくなる傾向がある。その意味からして，

豪・多雪地帯では少雪地帯と同じ程度の曲がりを

期待しても無理と考えられる。したがって，植栽

初期から根元曲がりを極度に抑えることがどの程

度の意味をもたらすかは不明である。どちらかと

いえば，こうした地帯では環境になじませる意味

合いも含めて，自然回復に任せて，根がしっかり

定着してから上長成長を期待する方向で検討すべ

きである。つまり，伐期を延ばして中～大径材生

産を目標にするべきであると思われる。

したがって，この地域では樹高が1.5mまでは雪起

こしを省略し，その後，樹高が最深積雪の2.5倍にな

るまで雪起こしを継続していく施業体系が望ましいと

思われる。また，この地域では，樹高が積雪の2倍前

後の時期に樹高の1/3程度の下枝切除によって，雪起

こしを簡略化できるという結果(8)も得ているので，両

者の組み合わせによって，かなり経費の節約が可能と

考えている。

6．雪起こしは豪・多雪地帯に限られた施業か

日本海側の豪．多雪地帯では，雪起こしに保育経費

を大きく費やされていると考えがちであるが，各地の

有名林業地といわれる地域においても，古くから雪起

こしは行われている。久万('1)においても，吉野('0)にお

いても,西川(ﾙI)においても,智頭(&)においても植栽初期

における雪起こしの必要性の記録力§ある。これは，雪

起こしが保育上当然の施業であることを物語っている。

これらの林業地は比較的雪の量も少ないばかりでなく，

主伐または間伐によって柱材の生産を行っているとい

うことである。短伐期でなるべく通直に保つことが条

件になる芯持ち柱材にとっては，植栽初期からの念入

りな手入れは商品の価値を高めるためには欠かせない｡

こうした地域においてすら，当然として組み込まれて

いる施業を軽視しては，とうてい同等な材を生産する

ことは困難であろう。確かに，これらの林業地は林業

先進地であり，付加価値の高い材を生産しているので，

植栽初期の雪起こしは経営上あまり負担にならないの

かもしれない。しかし，なによりも商品に対するはっ

きりした生産目標が感じられる。

現在の日本海側の多雪地帯における林業は’太平洋

側の林業地と同じ期間に，同じ生産物を作ることを目

標としているために，雪に対する重圧感をより一層深

40
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月/日口雪起こし省略区十雪起こし区
図･3消雪後の立ち直り角度の季節変化

写真･2豪雪地帯でのスギの根元曲がり
（短伐期の収穫は不可能）

りが早かった。このことは，苗が柔軟な時期であって

も，雪起こしによって造林木の直立性が保たれること

を示した結果と思われる。立ち直りが遅れるというこ

とは，あて材の形成率が高くなり，その後の成長にも

影響を与えているはずである。ほかの地方の試験〈'5)に

おいても，3年生時の雪起こしの有無によって，成長

パターンや根元曲がりの回復に違いが見られることを

報告している。さらに，少雪地帯は湿雪である場合が

多く，雪の量自体は少ないが，造林木への影響は想像

以上に大きいことがある。

したがって，少雪地帯で短伐期柱材生産を考えるな

らば，植栽初期の苗が柔軟な時期であっても，雪起こ

しは消雪後速やかに行うべきであると思われる。この

点に関しては，少雪地帯においては植栽初期に支柱に

よる雪起こしによって，なるべく通直性を保つことを

主張した報告がある(17)。

仮に，最深積雪が1.0mの地帯では，上記したよう

に4年間程度の，労力的にも軽度な雪起こしで済むは
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写真･3多雪地
帯におけるス

ギの支持根発

生木（伐期を
長くすれば，

外見上の根元
曲がりは小さ
くなる）

めているのではないだろうか。そのことによって，削

れるものはなるべく削るといった安易な答は出すべき

ではないであろう。

7．豪・多雪地帯の今後のあり方

現在の日本海側の多雪地帯の林業は，昔からその地

域で行われてきた施業を主体に組み立てられているで

あろうか。主体は全国的に統一されたものになっては

いないだろうか。しかし，根本的に全国同じであるは

ずがない。話が少し飛躍するようだが，雪起こしだけ

でなく，今一度，その地域に根ざした従来から行われ

ている施業を見直す必要がある。

第1に，植栽方法である。蕊・多雪地帯は古くから

スギを斜めに植えている。これに関しては，石川県で

も現在試験を実施中であるが，まだ結論が出ていない

のが実情である。だが，斜め植えは以前から議論さ

れ(12)9研究者の間でも賛成者が多い。その理由とし

て，支持根発生を促すためである。現在でも，斜め植

えは根系が樹幹倒伏時に損害を受けにくい形態に変形

するという報告('6)がある。また，斜め植えは普通植え

に比べ,植栽後11年で植栽木の不定根の発生率が約2

倍であったという報告がある('')。そのほか，斜め植え

の効果は晩年になって現れるという報告〈3)もある。さ

らに，ごく最近の報告に，多雪地帯のヒバの伏条更新
ほふく

は甸甸形態によって支持根発生力蝿待され，地上部の

成長を好転へ導く特性のあることが報告〈j8)されてい

る。これは，スギにおいても考えられる成長特性であ

り，早期からの支持根発生は成長に好結果をもたらす

ものと思われる。
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写真･4多雪地帯における幼齢木への下枝切除処理
(積雪深と樹高との関係でタイミングを図ることが大切）

以上のことから，斜め植えは豪・多雪地帯では好結

果をもたらす植栽方法と思われる。石川県の現在の試

験結果では，植栽翌年の根踏みが省略でき，従来から

いわれている初期成長の遅れもさほどではない。さら

に，3年目からは普通植えと同様な立ち直りの季節変

化を示し(6)，今のところマイナス面はないと言える。

ただし，少雪地帯では斜め植えがどこまで意味を持

つかは定かでない。

第2に，幼齢期における枝打ちをもっと生かすべき

である。雪解け時に枝が引っ張られていることが，造

林木の立ち直りを妨害しているとの発想から，それな

らば先に1/3程度の下枝切除処理によって，雪起こし

が簡略化できないかという懸案があった。これに関し

ても，石川県で最深積雪が2.0m前後の地域で試験(8)

したところ，樹高が積雪深の2倍前後の時期に行えば

雪起こしの簡略化にもなり，成長の減退にもそれほど

影響を与えないという結果となった。実際には，立ち

直りが遅れるというよりは，倒伏の防止効果があると

言ったほうが正解かもしれない。

また，この施業によって年輪幅の増幅を抑える役割

を果たすのでは，という期待を持って考えている。と

いうことは，少雪地帯においても，それなりに意味を

持つということになり，比較的波及効果を持った施業

であると期待している。ただし，今までの試験結果か

ら総合的に判断すると,3m以下のものに対して行っ

た場合，逆効果になるようなので多雪地帯では特に注

意を要する。

第3に，日本海側の地域では植栽本数がもともと少

ない。それに加え，間伐は冠雪害回避のために下層木

を伐る保育間伐が主体である。しかも，豪・多雪地帯

では短伐期では商品にならないため，長伐期への転換
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けである。したがって，なによりも大切なのは，造林

地の地位を十分把握したうえで生産目標を立て，最少

限に必要な雪起こし期間を計画することであろう。そ

の計画に対する実際の保育期間のずれ込みは，大雪な

どの災害は別として，適地適木の誤りやほかの保育施

業の不行き届きなど雪起こし以外の要因の関与が大き

いと考えなければならないだろう。

雪起こしの問題は，造林木の成長特性を無視してい

る側にも問題があるのでは。

（こたにじろう．石川県輪島林業事務所，技師）

写真･5スギ造
林地内のホオ

ノキ（侵入広
葉樹もできる
だけ生かした
い）
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を余儀なくされている場合が多い。それならば，最初

から長伐期を見込み，現在より疎植にして間伐を減ら

す方向で考えるべきではないか。そして，有用な広葉

樹の侵入も積極的に取り入れ，針広混交林へと導くの

も得策と思われる。

そうなると，本数が少ない分だけ1本1本を大切に

しなければならないので，幼齢時における雪起こしの

重要性も一層増すことになるが，その分を他の面で省

略するというわけである。

第4に，豪雪地帯(積雪が250cnl以上の地域)ではス

ギの拡大造林は避けるべきであろう。この地域では，

投資効果がないと言っても過言ではない。高標高地帯

では，量も多い反面，比較的乾いた軽い雪が降る。そ

のため，雪起こしを全く行わなくても成立した例や，

下刈りなどせず，全くの放置状態がかえって広葉樹と

の混交状態を作り出して好結果をもたらす場合がある

ようだ。しかし，そのために有用な広葉樹を一瞬のう

ちに皆伐して，スギを植栽することがどれほど有効か

疑問である。

この地帯には，造林地を増やさないことが，雪起こ

しの問題をかなり解決させることになるであろう。

おわりに

結局，雪起こしは樹高と積雪深が1つの目安となる

ことから，造林木の成長速度が関係してくる。つまり，

地位の高低による樹高の伸びが，雪起こしの期間の長

短に影響するのである(9)。地位の低い所は成長も遅く，

雪起こしの期間も長く掛かることになる。造林木は，

手を掛ければ掛けるほど生育には好結果をもたらすわ

(8)
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(II)
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ノキ，アカマツおよびクロマツ類

の培養の試み

ロ島根県における松くい虫被害様

相の解析

ロ島根県におけるキツツキ類によ

るマツノマダラカミキリの捕食実

態と誘致増殖の試み

口県産スギ材の林内乾燥一乾

燥前処理としての葉枯らしの効果

腫術宿廟
潅ここに紹介する資料は市販されてい

ないものです。必要な方は発行所へ頒

布方を依頼するか．頒布先でご覧下さ
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研究報告第365号

平成5年8月

森林総合研究所

口木材の色の表し方-CIELAB

からMuNsEII-表色系への簡易変

換方法について

口虫害パラゴム材の化学特性

口寒冷地帯におけるアカマツーヒノ

キー層林の初期保育に関する研究

口東北地方におけるマツカレハ被

害の発生と被害予測のための幼虫

密度推定法に関する研究

口汚泥堆肥類の施用に伴う土壌動

物の変化とその影瀞

ロヒノキとクロマツの組織培養条

件の検索

平成5年3月

兵庫県立林業試験場

[研究報告］

口広葉樹苗木の成長の季節変化

口欧州シラカバの組織培養一

メバエと葉柄からの試験管内増殖

ロケヤキの組織培養(1)－メバ

エからの幼植物体再生

ロヒノキ孔あき材の縦圧縮試験

[研究資料］

ロケヤキの枝打ちの方法と材の異

常変色

口次代検定林調査報告側一ア

カマツ精英樹系統の初期成長

口広葉樹苗木の育成試験《I)-

広葉樹苗木の施肥効果

ロ兵庫県におけるスギ在来品種の

生育(1I)－県南部30年生品種試

験地の生育状況,010－山武スギ

の生育

口人工被陰が畑ワサビの前期成長

に及ぼす影響

口快適な森林空間の創造に関する

研究⑪－環境教育に理想的な

森林空間の検討

口間伐材搬出作業のシミュレーシ

ョン(1)－単線循環式,ダブルエ

ンドレス式架線および小型林内作

業車による作業功程と作業コスト

研究報告第31号

平成5年12月

徳島県林業総合技術センター

口野生獣類防除に関する研究（第

1報)－野うさぎに対する忌避

効果について

ロスギ・ヒノキ材質劣化害虫防除

に関する総合研究（第2報）

ロヒノキn吋やせ地生育種検定試験

口和食試験林さくら保存林の品種

ロマツオウジの培養特性

ロスラッシュマツ実大強度試験

口徳島スギの乾燥に関する研究

(第1報）－徳島スギ柱材の重

量による含水率推定について

口高機能木材の開発とその商品化

に関する総合研究（第1報）一

有機酸亜鉛処理木材の生物劣化抵

抗性について

奈良県林業試験場研究報告

第22号

平成4年12月

奈良県林業試験場

ロスギ人工同齢林における林分収

種予測システムの開発（第1報）

-Weibull分布による直径分布

の予測

口奈良県における神社のスギの衰退

ロナフテン酸銅処理木材における

薬剤分布と防腐効力の発現

口建築用材8樹種におけるCCA

2号，3号木材防腐剤の防腐効力

ロミツマタ内樹皮パルプシートの

強度的性質と光学的性質

口集成材用ベイマツラミナの引張

強度

ロ奈良県における製材品の含水率

および寸法変化の調査・分析

研究報告第21号

平成4年12月

高知県林業試験場

口山腹の崩壊危険度判定のための

実用的な指標の類型化

ロシイタケ原木林としてのコナラ

林の造成に関する研究

口有用広葉樹の育苗試験

島根県林業技術センター研究

報告第44号

平成5年3月

島根県林業技術センター

ロブナの組織培養一成木冬芽

の培養による植物体再生

ロミズメの組織培養における個体差

口針葉樹の組織培獲一スギ,上

研究時報第19号

平成5年7月

大分県林業試験場

口山腹崩壊危険度判定のための実

用的な指標の類型化（以下略）研究報告第40号

林業技術No.6241994.3



28

一一

…盛空△=－－塞多｡茎塞

常照皇寺参道 昭和初期の北山杉運搬 北山の町並み

さ
っ
た
ら
し
い
。
和
尚
は
お
留
守
だ
っ
た
が
、
客
殿
で
茶

を
振
る
舞
わ
れ
た
。
あ
、
仕
合
わ
せ
を
し
た
、
と
私
は
思
っ

ひ
わ
だ

た
。
入
母
屋
造
り
桧
皮
葺
き
の
清
雅
な
本
堂
は
、
客
殿
か

ら
し
か
全
容
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

ｌ
予
定
で
は
、
江
口
喜
代
志
氏
の
林
地
を
見
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
江
口
氏
が
わ

ざ
わ
ざ
来
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
懐
古
趣
味
か

ら
常
照
皇
寺
に
時
を
過
ご
し
、
時
間
切
れ
と
な
っ
た
。
江

口
氏
に
は
深
く
お
わ
び
申
し
上
げ
て
お
く
。
私
も
一
つ
、

え
が
た

身
勝
手
か
ら
得
難
い
体
験
の
機
会
を
失
っ
た
。

北
山
杉
の
里

小
野
炭
や
手
習
ふ
人
の
灰
せ
せ
り

桃
青

周
山
か
ら
南
へ
、
二
つ
の
峠
を
越
え
る
と
京
都
市
北
区

小
野
で
あ
る
。
昔
は
小
野
郷
村
と
い
っ
た
。
炭
焼
が
盛
ん

だ
っ
た
の
か
、
桃
青
（
芭
蕉
）
に
小
野
炭
の
句
が
あ
る
。は
ん

京
北
高
野
か
ら
八
瀬
大
原
へ
か
け
て
も
小
野
郷
の
汎

し
．
鍾
毛
っ

称
が
あ
り
、
聖
徳
太
子
が
派
遺
さ
れ
た
名
高
い
遣
階
使
小

え
み
し

野
妹
子
の
子
・
毛
人
の
墓
志
（
国
宝
）
が
発
見
さ
れ
て
い

う
じ
ぴ
と

る
。
小
野
氏
の
氏
人
は
、
古
代
か
ら
京
都
盆
地
周
縁
に
栄

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
京
北
を
小
野
氏
の
開
発
、
と
考
え

る
論
も
、
論
拠
に
欠
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
そ
の
小
野
か
ら
清
滝
川
に
沿
っ
て
曲
折
の
道
を

下
る
と
、
中
川
川
登
、
中
川
北
山
Ｉ
北
山
杉
の
産
地
へ

入
る
。
格
調
高
い
北
山
の
磨
き
丸
太
は
、
床
柱
や
数
寄
屋

づ
く
り
に
珍
重
さ
れ
た
。
北
山
杉
の
歴
史
は
、
応
永
年
間

に
さ
か
の
ぼ
る
と
地
元
で
は
伝
え
て
い
る
が
、
確
証
は
（
少

な
く
と
も
私
に
は
）
見
い
だ
せ
な
い
。

台
杉
が
名
高
い
け
れ
ど
も
、
今
で
は
丸
太
仕
立
て
が
主

流
だ
そ
う
で
あ
る
。
私
が
い
ち
ば
ん
不
思
議
に
思
っ
て
い

た
の
は
、
あ
の
美
し
く
丹
念
に
磨
き
上
げ
た
杉
丸
太
の
表

面
へ
、
ま
っ
た
く
傷
を
つ
け
ず
に
ど
う
し
て
運
ん
だ
の
か

と
い
う
、
輸
送
方
法
で
あ
っ
た
。
人
力
で
運
ん
だ
と
は
聞

き
か
じ
っ
て
は
い
た
が
、
今
回
、
お
訪
ね
し
た
「
北
山
杉

資
料
館
」
で
、
昭
和
初
期
の
運
搬
現
場
写
真
を
複
写
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

「
女
の
人
の
仕
事
で
す
わ
な
。
ま
だ
、
運
ん
だ
経
験
者
が

達
者
で
い
ま
っ
せ
」
と
館
長
さ
ん
が
言
っ
た
。
太
い
丸
太

は
二
本
、
細
い
も
の
は
三
本
、
頭
上
へ
載
せ
て
運
ん
だ
。

今
は
圧
力
水
に
よ
る
水
磨
き
だ
が
、
そ
れ
以
前
は
女
性

が
素
手
に
細
砂
を
つ
け
て
磨
い
て
い
た
。
遠
い
昔
で
は
な

く
、
私
自
身
も
、
そ
の
作
業
風
景
を
見
て
い
る
。

北
山
杉
は
女
性
の
手
と
力
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
た

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
重
く
、
遠
い
道
の
り

で
あ
る
。
西
京
極
辺
り
ま
で
一
三
～
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

御
経
坂
峠
の
急
坂
を
越
え
る
。
「
運
ぶ
重
さ
は
、
平
均
六
○

キ
ロ
く
ら
い
で
ん
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

資
料
館
横
に
台
杉
の
見
本
林
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
な

る
ほ
ど
、
園
芸
林
業
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
。

残
念
な
が
ら
、
丸
太
磨
き
は
冬
仕
事
で
あ
る
。
ま
だ
紅

葉
に
は
早
い
秋
の
は
じ
め
、
杉
の
村
は
ま
こ
と
に
閑
散
で

静
か
だ
っ
た
。
清
滝
川
の
渓
水
は
か
す
か
に
、
小
鈴
の
よ

う
な
音
を
立
て
て
い
た
。
（
完
）

’

木
曽
路
、
熊
野
路
、
萩
往
還
、
若
狭
街
道
、
周
山
街
道
と
お
届

け
し
て
ま
い
り
ま
し
た
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
本
号
で
最
終
回

と
な
り
ま
す
。
長
い
間
の
ご
愛
読
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

一

林業技術No.6241994.3



29

百

一 『｡‐1重：、、‘、茜Ib"‘I・・＆‘『､’習
､."-､､:J､､､"､'!MMIWf"~_

鱸周山街道3
""u"="､|"MA,:-_"､i"w

“詮遁壷行く劇識回》｜
岫

笠“
式
令L

‐駈

浄匡延 ,I
｡

。
可

隆 LLL,

‐ 陵
堅一廷エニコ

曲と北山一一
込

杉
一百

コ ヨヨ両。,豆●、。｡司

堅．巳

■_“

崎
》
》
《
》
一
瞬
一
語
噸
祁
４
画
謝
り
働
詔
な
醗
噌
甸
奄
頓
掴
魂
剣
釦
剰
一
“

星 趨
壺■－

、壁
＝
＝

蕊蕊
司崎､ョ

L

＝L

雫卿
、＝

小山和
、

一

､

『
山
陵
志
』
に
、
「
光
厳
院
天
皇
陵
、
桑
田
郡
の
山
国
に

あ
り

い
わ
く

在
。
太
平
記
に
日
、
初
め
伏
見
光
明
院
に
居
す
。
其
の
京

か
く

を
去
る
こ
と
甚
だ
近
き
を
以
て
、
去
り
て
山
国
に
隠
れ
、

あ
ん
ず
る
そ
れ

遂
に
崩
ず
。
按
に
山
国
村
、
常
勝
寺
有
り
、
即
ち
其
火
葬

処
に
し
て
、
塔
廟
存
す
」
と
あ
る
。
常
勝
寺
が
今
の
常
照

皇
寺
で
あ
る
。

私
の
思
い
出
の
中
に
は
、
当
寺
の
み
ご
と
な
枝
垂
桜
が

鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
幽
寂
の
山
寺
に
咲
く
枝
垂
桜
の

老
木
は
、
ひ
と
き
わ
明
る
く
華
や
い
で
い
た
。
「
常
照
皇
寺

へ
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
思
わ
ず
言
っ
た
の
は
、
鮮
烈
な
花

の
記
憶
と
、
近
江
謡
舞
ｌ
河
内
東
条
ｌ
大
和
の
賀
生
Ｉ
河

あ
の
う

内
金
剛
寺
と
、
光
厳
院
の
ご
足
跡
を
追
っ
た
こ
と
の
あ
る
、

や
や
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
追
懐
か
ら
で
あ
っ
た
。

北
朝
の
山
陵
の
寺

そ
の
寺
は
、
清
ら
か
な
桂
川
の
曲
流
点
、
寺
山
の
山
の

尾
に
あ
る
。
登
っ
て
ゆ
く
参
道
は
緩
や
か
な
石
段
道
が
一

直
線
に
続
き
、
果
て
が
見
え
な
い
。
参
道
沿
い
に
わ
ず
か

な
雑
木
も
交
じ
え
る
が
、
奥
深
い
境
内
は
か
な
り
大
径
の

ゆ
う
す
い

杉
、
桧
に
覆
わ
れ
、
ほ
の
暗
く
幽
達
で
あ
る
。

光
厳
院
は
悲
劇
の
天
皇
で
あ
っ
た
。
元
弘
の
変
で
後
醍

醐
天
皇
が
笠
置
へ
潜
幸
な
さ
っ
た
後
、
鎌
倉
幕
府
に
推
さ

せ
ん
そ

れ
て
践
詐
さ
れ
た
が
、
二
年
後
（
一
三
三
二
）
幕
府
の
在

京
拠
点
・
南
北
両
六
波
羅
が
足
利
高
氏
（
後
の
尊
氏
）
に

攻
め
落
と
さ
れ
た
。
探
題
北
条
仲
時
、
益
時
は
光
厳
天
皇

と
後
伏
見
・
花
園
の
両
上
皇
を
擁
し
て
京
都
脱
出
に
は
成

功
し
た
が
、
近
江
の
番
場
宿
で
守
良
親
王
軍
に
囲
ま
れ
た
。

仲
時
は
自
刃
、
益
時
は
戦
死
、
光
厳
天
皇
と
二
上
皇
は
捕

ら
わ
れ
の
身
と
な
る
。
仲
時
ら
が
天
皇
を
奉
じ
て
敗
走
し

ら
ち

た
の
さ
え
、
拉
致
の
感
触
が
あ
る
。
下
克
上
で
あ
っ
た
。

ご
存
じ
、
建
武
の
中
興
で
あ
る
。

後
醍
醐
天
皇
の
建
武
新
政
も
、
わ
ず
か
二
年
で
足
利
尊

氏
が
背
い
て
再
び
戦
乱
の
世
と
な
る
。
あ
ま
り
本
稿
に
関

係
な
い
話
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
三
五
一
（
正
平
六
）

年
、
尊
氏
が
南
朝
に
講
和
を
求
め
、
和
議
の
条
件
と
し
て

光
厳
院
皇
子
崇
光
天
皇
を
あ
っ
さ
り
退
位
さ
せ
た
ば
か
り

か
、
光
厳
、
光
明
、
崇
光
の
三
上
皇
と
皇
太
子
、
神
器
を

南
朝
へ
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

光
厳
院
が
伏
見
へ
帰
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
人
質
生
活
五

砥
ん
み
う

年
を
送
ら
れ
た
後
の
こ
と
ｌ
武
家
の
利
害
に
翻
弄
さ

瞳
う
こ
う

み
か
涯
一

れ
、
戦
塵
の
中
を
祐
復
な
さ
っ
た
帝
と
い
え
る
。
戦
乱
の

い
ん
い
つ

悲
惨
を
つ
ぶ
さ
に
体
験
な
さ
っ
て
、
隠
逸
の
生
活
を
切
望

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
お
か
し
さ
は
、
武
家

（
北
朝
）
に
加
担
し
て
も
、
宮
方
（
南
朝
）
に
つ
い
て
も
、

官
軍
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ん
せ
い

や
す
き

『
太
平
記
』
は
院
の
隠
棲
を
こ
う
書
く
。
「
身
の
安
を
得

る
処
即
ち
心
安
し
。
出
づ
る
に
江
湖
あ
り
入
る
に
山
川
あ

や
れ
ぷ
と
ん

り
と
、
一
乾
坤
の
外
に
道
遙
し
て
、
破
蒲
団
の
上
に
光
陰

を
送
ら
せ
給
ひ
け
る
」
’
一
三
六
四
（
貞
治
三
）
年
七

い
ん
と
ん

月
、
光
厳
院
は
そ
の
隠
遁
の
寺
・
常
照
皇
寺
に
崩
御
、
新

院
（
光
明
）
が
急
ぎ
駆
け
つ
け
ら
れ
た
が
、
火
葬
所
を
そ

の
ま
ま
陵
と
し
、
遺
命
で
石
塔
は
置
か
ず
陵
上
へ
楓
・
柏
．

椿
を
三
、
四
株
植
え
た
と
伝
え
て
い
る
。

私
は
御
堂
を
拝
し
て
す
ぐ
帰
る
つ
も
り
だ
っ
た
け
れ
ど

も
、
地
元
の
方
々
は
ご
住
職
に
面
会
を
申
し
入
れ
て
く
だ
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発芽望二戸不発芽

光のスペクトルと波長

れ
ぱ
発
芽
が
抑
え
ら
れ
、
再
び
赤
色
光
を
照
射
す
れ
ば
発
芽
す

る
よ
う
に
な
る
。
樹
木
の
種
子
の
光
に
対
す
る
反
応
も
例
外
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
反
応
は
種
子
が
水
を
吸
っ
た
段
階
で
顕
著

に
現
れ
る
。
太
陽
光
線
、
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
白
色
光
で
も
ほ

と
ん
ど
の
波
長
の
光
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
各
波
長
部
分
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
強
弱
に
よ
っ
て
発
芽
に
及
ぼ
す
作
用
に
差
異
が
出
て

く
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

研
究
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
光
に
反
応
す
る
物
質
の
探
求
に
及

び
、
そ
の
物
質
は
種
子
中
に
極
め
て
わ
ず
か
に
含
ま
れ
る
フ
ィ

ト
ク
ロ
ム
と
い
う
色
素
蛋
白
質
で
、
分
離
さ
れ
た
フ
ィ
ト
ク
ロ

ム
の
光
吸
収
パ
タ
ー
ン
と
種
子
の
光
反
応
パ
タ
ー
ン
が
全
く
一

致
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

撒光･透過光(緑と遠赤光力窪い）

林内光の種類

ま
た
、
緑
色
植
物
の
葉
に
含
ま
れ
る
葉
緑
体
が
太
陽
光

線
を
受
け
て
炭
水
化
物
を
合
成
す
る
作
用
「
光
合
成
」
と

は
別
に
、
種
子
の
発
芽
を
は
じ
め
、
植
物
の
成
長
に
直
接

影
響
す
る
フ
ィ
ト
ク
ロ
ム
を
通
じ
て
起
こ
る
「
光
形
態
形

成
」
と
呼
ば
れ
る
反
応
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
進
行
中
に
、
プ
リ
ズ
ム
を
用
い
て

白
色
光
を
単
色
光
に
分
離
す
る
装
置
が
考
案
さ
れ
、
波
長

別
に
有
色
光
を
分
離
し
て
、
各
単
色
光
の
植
物
体
反
応
を

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
装
置
は
米

国
で
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
も
こ
れ
に

倣
っ
て
、
単
色
光
フ
ィ
ル
タ
ー
を
用
い
た
単
色
光
照
射
装

置
が
林
業
試
験
場
（
森
林
総
合
研
究
所
）
で
設
置
さ
れ
て
、

「
光
形
態
形
成
」
の
研
究
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
装
置
の
中
の
彩
色
ス
ポ
ッ
ト
に
鉢
入
れ
苗
木
を

じ
よ

置
く
だ
け
で
へ
苗
木
の
成
長
、
芽
の
開
寄
、
葉
の
伸
び
な

ど
に
光
の
波
長
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
か
調
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
光
成
分
の
樹
木
に
対
す
る
作
用
の
調
査
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、
森
林
の
中
の
光
の
各
組
成
の
強
弱
が
調

べ
ら
れ
る
に
至
り
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実

が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
緑
の
葉

の
下
で
は
緑
の
光
が
多
い
と
見
え
る
が
、
林
内
透
過
光
に

は
緑
色
光
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
赤
色
光
は
少
な
く
、

成
長
に
抑
制
的
に
作
用
す
る
遠
赤
色
光
が
意
外
に
多
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ま
さ
に
大
空
で
幻
想
を
奏
で
て
い
た
虹
が
地
上
に
舞
い

降
り
て
、
生
物
学
の
進
歩
に
一
石
を
投
じ
た
感
を
与
え
る
。

〔
長
い
間
の
ご
愛
読
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〕
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忘溌験砿態跡潅森衝請雲霧灘適篝

馳韮潅簔驍艤降蕊蕊鯉

畑I嫌健勇舞

連
載
の
随
筆
も
今
回
で
終
わ
り
で
あ
る
。
勝
手
な
こ
と

を
書
き
ま
く
っ
て
、
こ
れ
ら
を
読
ん
で
迷
惑
さ
れ
た
方
も

お
ら
れ
よ
う
。
こ
の
回
だ
け
な
の
で
、
御
寛
容
願
い
た
い
。

最
後
の
話
は
木
と
森
に
直
接
関
係
が
少
な
く
、
主
に
植

物
の
光
に
対
す
る
反
応
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
木
と
森

と
は
全
く
無
縁
と
も
い
え
な
い
。

夏
の
午
後
、
夕
立
が
上
が
っ
て
大
空
に
虹
が
か
か
る
。

都
会
で
は
虹
の
橋
の
下
端
ま
で
見
え
な
い
の
が
普
通
だ
が
、
す
そ

北
海
道
の
開
け
た
田
園
地
帯
の
よ
う
な
所
で
は
、
虹
は
裾

ま
で
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
。
七
色
の
虹
の
橋
は
わ
れ

わ
れ
に
夢
や
幻
想
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
夕
立
の
後
、
大
気
中
に
残
っ
て
い

る
雨
滴
に
太
陽
光
線
が
差
し
込
ん
で
反
射
し
、
そ
の
組
成

の
光
に
分
離
さ
れ
て
、
大
気
中
に
美
し
い
弧
状
の
映
像
を

描
く
も
の
で
あ
る
。

若
い
こ
ろ
、
旧
制
高
校
の
物
理
学
の
教
科
書
に
デ
カ
ル

ト
の
「
光
の
屈
折
の
法
則
」
が
載
っ
て
い
た
。
全
寮
制
の

高
校
だ
っ
た
か
ら
、
理
科
生
も
文
科
生
も
同
じ
部
屋
で
生

活
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
寮
で
は
文
科
の
先
輩
や
同
僚

か
ら
「
哲
学
Ｌ
が
最
高
の
学
問
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
理

科
で
学
ん
で
い
る
数
学
や
物
理
学
は
そ
れ
に
比
す
れ
ば
価

値
の
低
い
も
の
で
、
ま
し
て
理
科
生
の
悩
み
の
種
で
あ
っ

た
図
学
な
ど
は
末
端
技
術
と
し
か
受
け
取
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
話
題
の
中
心
と
な
っ
た
哲
学
者
は
デ
カ
ル
ト
、

カ
ン
ト
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
で
、
物
理
の
光
学
に
名

を
連
ね
た
デ
カ
ル
ト
と
、
寮
で
聞
か
さ
れ
る
、
「
わ
れ
思

う
。
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
言
っ
た
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
が
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
に
、
い
さ
さ
か
時
間
を
必

要
と
し
た
。

蛇
足
な
が
ら
パ
ス
カ
ル
の
場
合
も
同
様
で
、
「
水
圧
機
の

原
理
」
に
出
て
く
る
パ
ス
カ
ル
と
、
「
人
間
は
考
え
る
葦
で

あ
る
」
と
も
、
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
も
う
少
し
低
か
っ

た
ら
、
地
球
の
全
表
面
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
ろ
う
」

と
も
言
っ
た
パ
ス
カ
ル
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
は
、
初

め
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
に
し
て
思
え
ば
、
十
七
世
紀
の
哲
学
者
・
思

想
家
、
デ
カ
ル
ト
に
せ
よ
パ
ス
カ
ル
に
せ
よ
、
人
間
世
界

の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
思
考
し
た
の

だ
か
ら
、
数
学
や
物
理
学
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
ろ
う
。

虹
の
物
理
学
で
は
、
太
陽
光
線
は
多
く
の
波
長
の
光
を

含
み
、
お
の
お
の
が
水
に
対
す
る
屈
折
率
を
異
に
し
て
い

る
こ
と
を
教
え
る
。
大
気
中
の
水
滴
は
プ
リ
ズ
ム
と
同
じ

作
用
を
演
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
光
波
長
の
生

物
に
及
ぼ
す
作
用
が
問
題
と
さ
れ
だ
し
た
の
は
二
十
世
紀

も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

多
く
の
植
物
の
種
子
の
発
芽
に
光
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
以
前
、
光
が
当
た
っ
て

種
子
が
温
ま
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
き
も

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
○
年
以
降
、
ど
の
波
長
の

光
が
種
子
の
発
芽
を
促
進
す
る
の
か
問
題
と
さ
れ
、
発
芽

に
有
効
な
の
は
赤
色
光
（
波
長
六
六
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
。
、

メ
ー
ト
ル
）
）
で
、
遠
赤
色
光
（
七
三
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
）
は

発
芽
を
抑
え
る
こ
と
、
ま
た
赤
と
遠
赤
と
の
発
芽
に
対
す

る
作
用
は
可
逆
性
の
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
赤
色
光
を
当
て

て
発
芽
促
進
状
態
に
な
っ
た
種
子
に
遠
赤
色
光
を
照
射
す
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鬮へ②駒ざ趣⑨一親林活動をｻポー ﾄする

40．都市住民参加による森林施業管理
山本信次

I人工林施業管理への都市住民参加の必要性

現在，わが国の森林の4割を占める人工林の一

部は，長期林業不況の下，林家の林業離れや不在

村地主化に伴い，手入れ不足による荒廃が進行し

ている。そのような人工林の適正な管理と保続的

な利用による将来的な木材の安定供給と国土保全

等の生活環境保全が重要である。森林は人間生活

に欠くことのできない社会資本である。また，林

業を国民生活に必須の木材を供給しつつ，森林を

管理する産業として国民的に再認識する必要があ

ると考えられる。

森林のもたらすさまざまな生産物や公益的機能

を亨受する都市住民は自らの生活に必須の森林の

管理に，応分の負担が求められる。しかし，都市

と山村の間には，森林および林業の果たす役割の

認識に大きなギャップが存在している。そのギャ

ップを解消しつつ都市住民が自らの生活や環境の

保全のために森林の管理・保全に参加することが

今日的課題である。すなわち，山村・林業サイド

から消費者である都市住民に森林および林業の現

状とその果たす役割を伝達する普及・啓発活動と

都市住民の森林管理への参加のシステム化が必要

といえよう。

都市住民の森林管理への参加の形態は寄付や分

収育林なども含めて多様であるが，今回取り上げ

る人工林の施業管理すなわち実際の作業への参加

という形態が先述した2つの課題の解消に役立つ

ものと考えられる。

次に具体的事例として，東京都西多摩地域にお

いて活動している市民団体「浜仲間の会」につい

て見ることとする。

1I「浜仲間の会」概要

「浜仲間の会」は東京都教育財団｢五日市青年の

家」主催による林業体験学習事業r木と人のネッ
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トワーク」の参加者7人が自主的に組織し，1987

年発足したものである。

当時，多摩地域全体の森林および林業の現状は，

1986年に多摩地域で30億円もの被害を出した大

雪害の事後処理の遅れと手入れ不足による人工林

の荒廃があらわになりつつあった。このような状

況の下,やはり1986年には都知事の諮問機関であ

る「東京の森林を考える懇談会」が都民参加によ

る都市型森林政策を提言するなど行政サイドとし

ても都市住民参加による森林の管理・保全活動に

対して積極的な姿勢を見せ始めており，さまざま

な事業や助成が始まりつつあった。

そのような中で，「浜仲間の会｣発足の直接の契

機は，東京都桧原村在住の森林所有者が発起人の

1人であり，他の発起人の面々に対して桧原村の

森林および林業の現状を訴えたことに始まってい

る。発足当初は発起人の所有山林において雪害木

処理・雪起こしや除・間伐などを行っていた。そ

の後，桧原村の林業家田中惣次氏の協力を得て所

有者の高齢化や不在村化等に伴い施業管理が放棄

された林分の紹介を受け，雪害木の処理，下草刈

り，枝打ち，除・間伐等の人工林施業管理全般を

ボランティアで行っている。

会員数は，当初の7名から毎月の会報を受け取

る人数で150名を超え，かなり頻繁に実際の作業

に参加する人数は40名ほどに上っている｡参加者

層は多岐にわたり下は高校生を含む学生から上は

70代までとなっており，幅広い都市住民の参加が

特徴的である。また，林業サイドからも西多摩地

域をはじめ全国各地の林業経営者や西多摩地域の

森林組合関係者，林業行政に携わる人々が会員と

なっており，林業サイドと市民の交流が進んでい

る。

活動は毎月1回,第1日曜日に10～30名程度が



参加して行われる｡朝10時に集合し夕方4～5時

に作業を終了する。また，会の活動は桧原村にお

いて行うことを言明しており，地域に密着した活

動を指向している。

作業用具は自分持ちが基本であるが，初心者の

ために「五日市青年の家」から下刈り鎌，ナタ，

ノコギリ等を借用している。安全確保のためには，

ヘルメッ1､の着用を義務づけ，医薬品を携帯して

いる。保険の加入については，個人の責任として

いる。なお保険の問題については，この事例のよ

うに自由参加で当日になるまでだれが来るかわか

らない活動については団体としての加入が難しく，

参加者が増加した現在では問題となっており対策

を検討中である。

「浜仲間の会｣では先述したように，複数の林業

関係者と交流を続けている。また，複数の森林イ

ンストラクター資格所有者や東京都水源林職員な

どが会員の中に存在していることに示されるよう

に，林業に対する理解度はかなり高いものとなっ

ている。そのため参加者は，本来のプロフェッシ

ョナルな林業経営や林業労働に対して敬意を払い

つつ，都市住民である自分たちができる範囲，楽

しめる範囲で森林の保全に協力していこうという

姿勢を明確にしている。それは自分たちの活動を

あくまでも「レジャー」として位置づけているこ

とにうかがわれる。また，同会では実際の作業の

参加にとどまらず，より幅広く都市住民に森林お

よび林業の現状の理解を求めるために「東京の林

業家と語る会」というスタデイーツアーも開催し

ている。これは1泊2日で，東京都在住の林業経

営者の講演とその経営者による実際の山づくりを

見学するもので，過去2回開催され100名ほどの

参加者を迎え，好評のうちに継続中である。

このように「浜仲間の会」の活動は都市と山村

の交流や森林および林業に対する理解の普及，森

林における都市住民のレクリエーション活動など

として着実に広がりを見せているといえよう。

Ⅲ都市住民参加による人工林施業管理の類型化

前節で取り上げた「浜仲間の会」のほかにも，

西多摩地域において市民参加により民有人工林の

施業管理作業を実行している市民団体は，いくつ

か存在している。それらの団体を類型化すると次

のようにいえる。

33

作業請負型：請負契約の下，作業員を都市住民の

中などから公募し，作業する形態。事

例：「草刈十字軍」

ボランティア型：調亦所有者との信頼関係に基づ

き，森林施業に参加する形態。事

例：「花咲き村｣，「浜仲間の会」

自主管理型：都市住民が林地を借り受け，自ら造

・育林を行うもの。事例：「ユースフ

ォレストクラプ」

それぞれの特徴・問題点については，次のよう

にいえる。

作業請負型：請負制のため所有者は，作業の質

や鐙について安心でき，また参加者の責任感を向

上させるメリットもある。しかし，ノルマの存在

が書幼Ⅱ者を拘束し，参加者層の広がりに問題点を

生じやすい。参加者個人の参加の継続性や技術的

習熟度にバラツキを生じやすいため，高度な技術

を要する材の品質向上のための作業を行うにはあ

まり向かないといえる。

ボランティア型：参加は随時，随意に可能で，

参加者層の広がりが期待できる。所有者との信頼

関係に基づいて活動するため，活動開始時に理解

ある所有者との個人的信頼関係を樹立できるかど

うかが活動のポイントとなる。活動の発展には，

他の森林所有者の信頼を得られるだけの充実した

実績が必要となる。作業請負型のような契約関係

による作業の質の確保を欠くため，参加者の意識

を高いレベルに保ち，所有者の要望を理解し実現

できねばならない。しかし，作業請負型と異なり，

個人としての参加の継続性が保証されやすく，技

術的習熟度も団体全体として高まっていく可能性

が高い。そのため，人工林施業管理に必須の下草

刈り等の比較的単純な作業のみならず，材の品質

向上のための高度な作業も，ある程度，行える可

能性を持つ。

自主管理型：分収造林・育林などの収益を目的

とした現行の契約関係では，参加者の森林利用目

的に制限ｶｮ課される点が問題である。施業管理作

業のみに限定した利用目的であれば問題はないが，

市民団体が所有者と森林の利用について属地的な

契約を結ぶ際は，森林の多目的利用が前提と予想

される。その際，木材生産はいくつかの目的の1

つとなり，既存の分収契約では契約終了時に所有
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めつれ魯

者と利用者の間に軋諜を生むことは避けえない。

この点から，森林の多目的利用と保全に関する新

たな契約関係が必要である。また，契約の長期性

や森林の公共性から，施業管理を実行する市民団

体に活動中断は許されず，組織の継続性と後継者

育成力秘題となる。さらに，長期にわたる属地契

約には利用者側の確固たる経済基盤が必要である。

事例では，ユースホステル協会がその役割を果た

している。すなわち，このような契約は母団体が

契約し，その内部集団が参加して，管理・利用を

行うのも1つの方法といえよう。これは地方自治

体間などで契約し，山村住民が森林を多目的利用

に開放し，都市住民が森林の管理に参加し，種々

の負担を行うに際して，そのバックアップを行う

形態に有効な方法と考えられる。そのような事例

として，群馬県川場村と世田谷区の間で計画され

ている「友好の森」事業がすでに存在しているこ

とも記しておく。

Ⅳ森林施業管理に対する市民参加の意義と課題

これらの活動の意義として，1つには林業体験

学習として評価できる。森林の施業管理作業を行

うことは手入れ不足の森林の荒廃に触れ，木材を

だれが。どのように生産するかを体験の中から理

解することであり，林業の果たす役割のPRすな

わち消費者教育としての林業体験学習が高い効果

を持って達成されることを意味している。都市住

民参加に協力する林業・山村サイドはそのために

こそ，これらの事業に協力しているのであり，今

後その重要性はますます高まっていくものといえ

よう。2つには，ごく限定された場合であるが，

プロの行う本来の施業管理作業に準じるものとし

て発展できる可能性が挙げられる。市民参加によ

る下草刈り作業の能率は「草刈り十字軍」の1988

年の実績で，28．6人日/haであり，「浜仲間の会」

では,約70人日/haといわれ,通常の作業が10人

日/haとすれば1/3～1/7の作業能率といえる。こ

の差異は，請負・合宿制で学生等を中心に組織さ

れる形態とボランティア・日帰りで参加階層が多

岐にわたる形態との間に生まれるものである。下

草刈りは森林の育成に必須の作業であるが，単純

作業である。この種の作業は比較的能率の良い作

業請負型等で，市民参加にある程度期待できるも

のといえる。しかし，森林資源の成熟化により，

林業技術No.6241994.3

必要性を増す技術的習熟度を要する作業に関して

は問題が多く，参加者の参加の継続性が期待でき

るボランティア型，自主管理型ならば部分的には

可能とも考えられる。以上の点から，このような

活動を施業管理のための準労働力として期待する

際は，必要とされる作業対象とすべき市民の階

層に応じた組織づくりが必要である。ただし，こ

のような活動は，本来の林業経営とは一線を画す

ものであり，単純作業の下刈りなどを除けば，作

業対象地は林業経営が放棄され荒廃が危ぶまれる

林分に限って行われるべきであろう。

これら2点にかかわる課題として，上記の2つ

の意義は不可分でありながら，互いにトレードオ

フの関係にあることである。ボランティア型や自

主管理型の事例では熟練を要する間伐・枝打ち等

の作業を実施しているが，活動の活発化を示す新

規の参加者の増加が作業の精度を低下させるとい

うジレンマを抱えている。この問題の解消には，

活動の主目的を体験学習とするか施業管理のため

の準労働とするかを明確にし，活動のコーディネ

ートを行う必要がある。今回，中心的に取り上げ

たr浜仲間の会」の事例は，準労働としての目的

が強く，このような事例は人工林の施業管理に対

する市民参加の中・上級編と位置づけることが必

要である。入門編は体験学習を主とし，公的な補

助の下でだれもが参加できる方式を採り，その経

験者が自らに適した形態の中・上級編を選択でき

る受け入れ体制の整備が今後の課題である。その

際忘れてならないことは，都市住民の施業管理へ

の参加は，新たな人間関係の形成や自然とのふれ

あい等，日常生活からは得られない満足感を原動

力としており，活動の重要な構成要素と考えられ

る。このような参加者サイドのレジャーあるいは

レクリエーションとしての要素を喪失することな

く活動をコーディネートすることが重要である。

また，このような活動を単なる林業体験学習や

安易な労働力の確保として考えるのではなく，都

市と山村の交流を通じた新たな森林の管理・保全

の第一歩として，すなわち山村・林業サイドと都

市住民の連帯による森林の管理・保全への新たな

取り組みとして位置づけることが重要である。

(やまもとしんじ・東京農業大学林政学研究室，

森林インストラクター）
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II著者名・年代・文書の題名・

勤務所

著者・年代・文書の題名・勤務

した役所と役職名などは次のとお

りである。

（1辰谷川忠崇享保13年(1728）

から延享2年(1745)までの在任

中のもので，記述は延享2年と思

われる。飛州志，巻第参，物産部，

飛騨代官所，飛騨代官（八代将軍

吉宗の内命により撰述)。

(a赤林新助一延享3年(1746),

白鳥御材木奉行覚書(乾)，白鳥材

木役所，木材奉行。

(3)寺町兵右衛門一宝暦9年

(1759)，木曽山雑話，上松材木役

所，上席手代（木曽材木奉行補佐

格)。

凶)氏名不詳一享保年代(1716～

35)，白鳥御材木奉行控，白鳥材木

役所。

Ⅲ記載されている内容

飛腐に関する記載事項と，これ

を理解するのに役立つ事項を挙げ

ると次のようである。

(1)長谷川忠崇の飛州志，巻第参，

物産部，材木名品井通称附暇疵通

称
キえ えグサリ

暇疵：通称箕腐此暇疵ハ生木

ノ時枝ノ折レタル所ヨリ生

ゼシ真ノ腐ナリ
トピツザリ

飛腐：所々二小腐出タルヲ云う

髪溌:虫ﾉ食ヒタル穴ｦ云う
麦殻ノ切口ノ如シ

(2)赤林新助一白鳥御材木奉行覚

書（乾）

一、諸木寸銘間尺井唱様往

古より諸木御本切之事

一、割桧角壱本之木をニツニ

割或ハ四割二割しんをはなし角二

作ルを云う

割檜角之内，

無地割桧角：四方二節なしを云

“

会員の広場

渋

飛騨,木曽林業地におけるヒノキ飛腐
に関する延享,宝暦年間の記録
から見た現代的解釈について

さいとう

斉藤
罐
諦

ノアカネ|、ラカミキリ(A抑噌・

""ss"MMsc”"総〃C)が発見さ

れ，スギ，ヒバの飛腐の原因にな

ることが明らかになった(3，7．10)｡こ

のカミキリの食痕は死節と密接な

関係があることも究明された。延

享，宝暦年間のヒノキ飛腐に関す

る記録の内容は，現在，ヒノキに

見るスギノアカネi､ラカミキリに

よる飛腐と判断しても大過はない

ものである。江戸時代の飛騨，木

曽林業地におけるヒノキ飛腐を知

るうえで重要な記録であるばかり

でなく，スギ，ヒバなどの飛腐に

とっても貴重な文献である。その

内容を詳解し，現代的解釈を試み

たので報告する。

飛腐は徳川林政史研究所長，

故・所三男氏にご指導いただい

た。紹介する内容については氏の

著書「近世林業史の研究｣<，)に負

うところが多い。所氏に深く感謝

の意を表する。

1はじめに

筆者は先に，スギ，ヒバ，ヒノ

キにある飛腐材が，古い年代の木

造建造物に使われている(5“)こと

を報告した。これらの建造物は，

限られた地方にあるのではなく，

各地に残っていることや，建造年

代が江戸時代後期，中期，初期に

及ぶこと，なかでもヒノキ材を使

った木像は平安時代後期までさか

のぼっていること等から，飛腐は

古くからあったものと思われ，林

業地に飛腐に関する記録が残って

いる可能性がある。これに関して

飛騨,木曽林業地に18世紀中ごろ

の記録が残っている。これらの記

録の著者は，幕府直轄の木材役所

や，白鳥，上松の材木役所に勤務

し，業務に携わった奉行，上席手

代の職に就いていた者が記述した

ものである。ヒノキ飛腐の名称，

状態材の取り扱い，間尺法，間

尺図，値段等多岐に及ぶ。昭和30

年（1955）スギの飛腐材からスギ

林業技術No.6241994.3
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幸
右
三
方
二
節
有
を
如
此
、

右
之
こ
と
く
さ
け
有
之
候
て
も
疵
木
口
印
不
打
、
さ
わ
り
と
見
尺
銘
定
ル
⑮

右
之
通
と
び
有
之
候
ヘ
ハ
疵
木
口
印
不
打
、
わ
り
と
い
ふ
字
の
上
二
と
の
字
を
書
、

右
三
方
二
節
無
シ
ヲ
如
此
、

（
マ
マ
〉

四
方
二
節
無
シ
を
檜
割
角
也
、
此
壱
寸
棒
百
弐
拾
八
本
有
、

○
割
檜
角
疵
木
間
尺

○但
割間
尺
檜差
詰
角銘

厚
八
寸

只
砺
訓
二
八

只
犀
帥
り
二
七
五

と
わ
り

只
二
九
五

何
ち

無

わ
り

何
ちつ

Ｊ
才
ｌ
二
壱
尺

サ

何
ち

二
八
丁、し

、ニレ ~~し、ﾉン 、し
図･1割檜角，間尺差詰銘

翫聴 ○
檜
角

右
三
方
二
節
無
を
如
此
、

右
し
ん
有
角
、
四
方
二
節
な
し
を
如
此
、

丸
付
之
儀
ハ
厚
・
幅
相
違
廻
し
物
の
印
、

右
四
方
二
節
有
角
を
如
此
、

図．3割檜角疵木間尺

脳)：3点の図は，所二男普「近世林業
史の研究』より引用したものである。

厚
九
寸

参照)。

O檜角：しん有角，四方二節な

し，三方二節無シ，四方二節有角

(図・2参照)。

○割桧角疵木間尺：右之通とび

有之候ヘハ疵木口印不打，わりと

いふ字の上二との字を書(図・3参

照)。

一、桧は肩害二ひ卜印，椹ハさ

l､印シ

ー、何ちとハ土地の名ニテ何地

山卜印也

一、縦ハニ九五|､印有ハ，弐間

九寸五分之角也，余ハ可准之

(3)寺町兵右衛門木曽山雑話

o御材木山詞

一、伐木口印本伐可致木二木

口印を入申候，木、印不入木ハ本

伐不仕山法二御座候

ひ
無
○
二
壱
尺
五
分

何
ち

何上
ちひ

二
九
五

、し 、し
図･2檜角間尺差詰銘

節檜角
一共

節多ク有を云う

方
方
を

一
二
角
う

し
し
有
云

な
な
節
を
フ

節
節
一
一
有
云

二
二
方
ん
を
フ

方
方
四
し
し
云

三
弐
方
な
を

．
．
．
．
三
角
節
有

角
フ
角
フ
：
取
：
節

檜
云
檜
云
角
押
角
．
．

割
を
割
を
桧
檜
檜
角

方
有
方
有
割
、
上
檜

三
節
弐
節
節
フ
ー
，
下

フ
ニ
ニ
云
内

一、さけ有之木をさわりと云う

－、飛有之木をとわりと云う

－、両節通りたる木を只割と云

う

－、角，源太，丸太，榑木間尺

之図法井木廻シ之事，但間尺差詰

銘

○割檜角：四方二節無シ檜割角，

三方二節無シ，三方二節有（図・1

林業技術NO6241994.3
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o御材木御本伐諸木之訳

一、飛腐或は根上りなどを伐

捨，外見宜所二て材木二作り立候

上，黄色二腐の入候を飛と申候

O御材木諸品

一・、檜割無地三方二方

桧角之内，至て木筋宜物ハ矢を

入，打割て角二作申候，四方無節

を無地，三方無節を三方，二方無

節を二方と申候

一、桧笠蘭（アララギ）村よ

り仕出す，享保十三申年より拾万

蓋二相極り，御免荷物岡附之内二

相立候処，其巳後願有之，三千駄

之外二仕出し申候，右木種檜，椹

之寝木，古木堀木等を以仕出候，

勿論無節柾取二て，至極く木筋宜

物二て無御座候ヘハ出来かね申候，

長二尺位の一寸角の木を二十枚二

片キ笠壱蓋出来候横にて，長二間

之壱尺角にて六百蓋二成，拾万蓋

二て長二間二壱尺角無地割檎椹

百六拾六本余と相見申候，数十年

来木種相続仕候段如何と心付候故，

蘭山御境通り一ケ年置見廻らせ候

筈申達，当時右之通下役差遣候所，

指当り怪敷儀も無御座候

凶)氏名不詳一白鳥御材木奉行覚

書控

一、白鳥御定値段表作成され

た年代は不明であるが,｢白鳥御材

木奉行覚書控」の記戦順序から見

て，享保年代（1716～35）と推定

される。檜，椹の二間丸太，直径

を尺五，尺二，八寸，四寸に分け，

品等を上，上キ，中，疵にそれぞ

れ分け，値段を定めた（当時の表

を所氏が整理したものを表．lに

示す)。

一、諸木値段之事

一、延享二年丑五月石黒三郎右

術門殿仰せられ候は角木御用渡の

儀前々より定値段立値相渡事二候

表･I白鳥御定値段表（檜，椹2間丸太）

中 疵上 上キ

値

樹、直、段 値 段
種I径

匁分厘毛

181,2.6,8

73,6.1,9

18.7,5.0

4．1，6．6

匁分厘毛

151,1,3,3

61,4,0,0

15,7,8,9

3，4，6，8

匁分厘毛

236,220

95,8,4,6

24,3‘9,0

5,4,0,5

匁分厘毛

197.3‘6．8

79,8,9,3

20,3.3,8

4.5.1,1

尺5

尺2

8寸

4寸

桧

53.5,7,1

33.3,3,3

12.5,0,0

2.8,4,3

５
２
寸
寸

尺
尺
８
４

83.3,3.3

52,1,7,3

19.3,5,4

4,4.4,4

68,4,4,4

43,4.7,8

16.2,1,6

3.7,3,7

54,1,0,2

40‘0.0,0

15.0,0.0

3,4,0,9

椹

処当時は格別相場高価なる類もこ

れあり不都合に相見え候間後毎歳

吟味の上値段相立申すべく候。

Ⅳ解釈と考察

飛腐の名称は，漢字で飛腐と書

き，飛騨地方の場合，トビクサリ

と片仮名で送り仮名が付いている。

木曽地方では，とび，飛腐，飛と

呼び，漢字に送り仮名はない。飛，

とびの呼称は兵庫県下で現在も普

通に使っているから，同一といっ

てよい。福井県の山村で，飛腐の

ことを，節クサリ，枝クサリ，タ

レクサリ，節クサレなどと呼んで

いる(')から，トビクサリというの

は方言であると解釈できる。ヒノ

キ飛腐は，両地方にこの年代に広

く使われていた名称といえる。

飛腐の状態については，所々に

小腐出たるを云う（飛州志）と述

べている。材の中に，被害がとび

とびに出るので飛腐の名があり，

この表現は現在のそれと一致して

いる。小腐と真の腐（筑腐）に区

別しているから，小腐は変色か腐

の中間の形態を呼んでいると思わ

れる。また黄色に腐の入り候を飛

と呼び，色彩を挙げている。筆者

は和歌山県の熊野大社で，スギノ

アカネ1､ラカミキリの被害を被っ

たヒノキ板に，黄色の変色部分が

ある例を観察している。飛州志，

白鳥材木奉行の記録は飛腐の状態

を表現しており，現在のそれと一

致している。‘

飛腐材の取り扱い：白鳥材木奉

行所は，飛腐材を疵，疵木として

取り扱い，上松材木奉行は，疵木

の中に熊剥，猿バミ等の動物の歯

跡が残ったものをいい，飛腐は独

自に挙げている。飛騨では暇疵通

称の中に挙げている。両地方とも，

疵として取り扱ったと見られる。

飛腐材の間尺図法：白鳥では，

櫓割角に無地割として四方無節の

ものを挙げ，三方剖に三方無節，

一方節有を,節割に三方,四方に節

の有るものを挙げている。檜角も

四方に節無し，三方に節無し，四

方に節有を挙げ，それぞれ節の有

無を極めて重視している。また割

檜疵木間尺の中で，とび有之候へ

は疵木口印不打，わりという字の

上にとの字を書くとし，飛腐材で

あることを明示させている。この

間尺図の中で,何ちは地名を,只は

林業技術No.6241994.3
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会員の広場

両節の通った木を，二九遁は弐間

九寸五分（メートル法3.92m)を

それぞれ示す。割檜角に節があり，

飛腐と密接な関係があることがう

かがわれる。スギノアカネトラカ

ミキリによるスギ,ヒバ,ヒノキの

飛腐は，節と密接な関係があるこ

とは報告されている《乳3'雫､8．10)｡間尺

蕊詰銘にある飛腐材の内容は，こ

のカミキリムシの被害と考えても

矛盾が認められない。また木口印

を打たずとし，印の有無が重要な

意味を持つことを示す。上松材木

役所の記述に注目すべき点がある。

根上りなど伐捨，外見宜所にて材

木に作立て候上，黄色に腐の入候

を飛と申候と述べている。外見宜

所にて材木に作立てとあり，伐採

して材木にし，黄色の腐の入って

いることに気付くことである。立

木のとき，外観から材の内部に飛

腐がで童ていることを判定するこ

とが困難であったと見ることがで

きる。これはスギ飛腐の場合も全

く同じであったが，筆者はスギ枯

枝にスギノアカネトラカミキリ成

虫の脱出孔を調べ，その有無によ

って立木のときに，外観から材内

部の飛腐を判定することを可能に

した(4)。このカミキリがスギ飛腐

の原因となることが発見されたの

は，昭和30年のことである。

檜，椹の無節材：享保13年

(1728）から宝暦9年（1759）の間

に，四方無節の材を大殿に生産す

ることが，かなり困難であったこ

とをうかがわせる蘭村の資料があ

る。桧笠拾万蓋を作るに要する桧，

椹の無節材は一尺径(30.3cm)長

さ二間(3.63m)のもの166本で

あり，良質材を生産するのが難し

いことを率直に表明している。節

のある材が普通であったとも考え

林業技術No.6241994.3

られ，興味ある資料である。

飛腐材の値段：白鳥材木奉行覚

書控によると，銘柄として桧角間

尺法を定め，享保12年(1727)来

年極ると記されているから，諸木

値段も享保年間に定まったものと

思われる。槍，椹の直径級，品等

に分け値段を定めている。桧の各

径級（尺5，尺2，8寸，4寸）

別の疵木値段減少率を試算すると，

_上の疵木(表.lの上キ）で17～20

％，疵木(表･1の疵)が36％の減

少率を示し，椹でも上の疵木（上

キ)値段減少率が16～25％，疵木

(疵）で36～50％の比率である。

これらの樹種の飛腐材は，価格差

がこの時代にあったことをうかが

わせる。ヒノキ材におけるスギノ

アカネトラカミキリ被害材の材価

を，和歌山県内で萩原ら12)が調べ

た例では，被害材の価格減少率が，

軽いもので20％，重いもので40

％程度であったが，中程度と考え

られる被害でも50％になるもの

もあったことを報告している。し

たがって，享保年間の檜飛腐材の

材価，減少率は，現代と比較して

も相違が認められない。

延享，宝暦年間の飛騨，木曽地

方におけるヒノキ飛腐に関する記

録の内容について，名称，状態，

材の取り扱い，間尺法，値段など

詳細に検討すると，スギ，ヒパの

飛腐の原因となるスギノアカネト

ラカミキリによる被害と同じと判

断しても矛盾のない内容といえよ

う。筆者らは，奈良，東大寺南大

門の阿形像内にスギノアカネトラ

カミキリの食痕が残っていること

を確認し，ヒノキ材が山口県徳地

町において建久7年（1176）から

建仁元年（1201）に伐採されたこ

と等を報告し(8)，ヒノキ生立木に

スギノアカネトラカミキリが加害

したことを立証できた。さらにス

ギノアカネトラカミキリは長野県

に分布し，本種の被害が極めて多

いこと等から考え，18世紀中ごろ

のヒノキ飛腐に関する記録は軍ス

ギノアカネトラカミキリによると

判断せざるを得ない。

（斉藤諦技術士事務所）
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林 業関係行事
駄
見

一

月3

鞭催団体・会場・行事内容等区分 行事名 期間

典 国民参加の森林づくりシン

ポジウム

樹国土緑化推進機械，朝日新聞社，森林文化協会。東京浜離宮朝日ホ

ール。緑があるとおいしい水を生み，水をかん養するという。その実

際例を報告し，科学的仕組みを解説しながら，水源林をどう守り、つ

くっていったらいいのか話し合う

全国林業試駒'暁機|卿協議会(東京都西多際郡五日市町戸倉853束京

都林業試験場内,"0425-96-021.8)。臘林水産省7階講堂｡森林の多而

的機能をテーマとして，会員である公立の林業試験研究機関が研究成

果を話題として発表し,かつ討論して,技術の高度化と普及促進を図る

㈹全国林業改良普及協会，全国林業研究グループ連絡協議会。麻布グ

リーン会館2階大雪の間(東京都港区六本木1-9-11)｡近年林業の担い

手として婦人の役剖はますます高まってきている。このためこれらを

対象として，討織・意見交換等を行い，山村の婦人リーダーの育成お

よび婦人林業グループ活動の活性化に蜜する

側日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会。「インテックス大阪」新6号館

(大阪市住之江区港北15102)。トレードシヨウおよび一般PRシ罰

ウ，『ゆとり快適生活の提案！」をテーマに素材，道具の展示を行

うほか|,DIY新製品コンクール|,DIYチャレンジ広場，グリーン

プラザ，カーメンテコーナーなどの各種他し物を実施する

中 3.3

第27回林業技術シンポジ

ウム

).3〃

第5回（平成5年度）全国

林業端人学習の集い

3.9～10〃

大 阪 JAPANDIYSHOW'94

1NOSAKA

3.11～13

月4

主催団体・会場・行蛎内容等行事名 期間区分

全国ログハウス振興協会(東京都千代田区2-4-3永田町ピルJl階，公

03-3595-4201)。東京都r奥多摩都民の森』（東京割西多摩郡奥多摩町

境654)。森林の公益的機能に対する理解を深めるため，森林づくりで

重要な施業の1つである間伐の意義や間伐材の利用等を広く国民に普

及啓発し，間伐に対する国民的支援を箙成する

神奈川県(林務課森林造成班窓045-2011]11内45()9)。神奈川県南

足柄市内111,県立21世紀の森｡木とのふれあいを通じて森林・林業への

理解を深めてもらうとともに『みどり資源｣の重要性を普及,啓発する

農林水産省・林野庁，東京都，㈹国土緑化推進機構，首都緑化推進機

繼卿日本緑化センター。日比谷公園。「みどりの週間｣中の各種緑化

行事のフィナーレとして9r緑への感謝」をテーマに緑の少年団の代

表，都道府県の参加を得て謎世する

央 親子森林教室中 4－9～1(）

第45回神奈川県植樹祭iIII宗Ⅱ’ 4．29

第5回森と花の祭典みど

りの感謝祭

中 央 1．29

林業技術No.6241994.3
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未 利用資源の有効利用-3i1

リ 9
11

1り
1

1スギ･脂ノキ樹皮の油吸着材利用’
0 0
1l

bW
守 弔

0 1

；編集部iOリ
｡ 、
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「なぜゴミの山に登るのか」rそこにゴミ

の山があるから」と笑いながら答えるのは，

名古屋環境システム(木材の輸入に携わる

名古屋港木材倉庫と名古屋港筏両社の共同

事業組合)代表の野間順一さんだ｡そこにあ

った“山”とは輸入木材(ベイマツ･ベイツ

ガ等)の林産廃棄物，つまりは樹皮の山。

人々の環境に対する意識の高まりと，水を

油
吸
着
材
製
品
（
帥
ｇ
と
釦
ｇ
）

二一

／

ヅ

一
一

一
》
毎
、
ｖ

『
｜
戸
一 －

弾き，多孔質ゆえに油を吸着する樹皮自体野間氏 驚謬‘↓曹F

の性質とに着目，“油吸着材"のヒントをつ

かんだ｡ところが,現在販売されている製品(写真参照）ておけばよい。底に置く使い方をするには30.209詰

の中身は，国産のスギ・ヒノキの樹皮だという。このめ(150.130円)が向いており，浮遊タイプには809詰

小さなマクラとも大きなティーバッグとも見まがう製め(250円)力麺している。効果はだいたい3週間持続

品をどう使うのかというと，一般家庭では流し台の，し，焼却・生ゴミ処分が可能。ただし，天ぷら油など

排水が吸い込まれる部分にあるストレーナー(網カゴ）遮の多いものは固めるなんとか等，ほかの方法で対処

の底に置き，残飯などが直接かかってこないように，する必要がある。もちろんエコマーク取得済み。

よく使われているクリーンネッ1，をかぶせる。または，さて，外材がなぜ国産材に替わってしまったのか。

屋外などにある排水マスに放り込んでプヨプヨ浮かせ剥皮された樹皮は形が大きい。袋詰めには向かず，も

－ －

’
一

一－－＝一生
＝､9

ゞ
一

一
｝
一

茸

－ －

①剥皮(リングバーカー）
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②粉砕機 3集積
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潮
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ウ
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４
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囎
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蝋
b奮由

塞ぎミ

⑥絞り器と薬剤桶⑤フルイ機④フルイを手にする大杉氏

⑦
天
日
干
し

っと細かくほぐしてワサワサの状態にしてやらないと

吸着の効果も低い。そこで粉砕工程があるのだが，ベ

イマツやベイツガを処理すると，文字どおり粉々にな
ふしよくふ

ってしまったそうだ。これでは袋(不織布)の目詰まり

を起こすし，トゲトゲしているので小さな穴をたくさ

んあけてしまう。これは樹皮の組織が鱗片状であるた

めのようで，国産のスギ・ヒノキのように繊維状の樹

皮であれば形が残り具合がよかったのだ。こうして吸

着材の加工技術は解決できたが，こうなると原料が手

元にない。そんな折り，スギ・ヒノキ樹皮の処分に困
いなさ

っていた静岡県の引佐町森林組合から問合せがあり，

双方，地元製造･地元販売が有利との判断から，製造・

販売依託契約を取り交わすこととなった。なお，名古

屋方面での販売用は，原料を同組合等から仕入れ名古

屋環境システムでも引き続き製造している。

浜松からバスで北へおよそ1時間。同組合に大杉正

也さんを尋ね，さっそく工程を拝見した。リングバー

カー(①)で剥皮された樹皮は粉砕機(②)にかけられ，

集種される(③)。次に径10ミリほどのフルイにかけ，

微細な原料を取り除く。ここで原料の4割ほどが失わ

れる。初めは④のように手作業だったが，これが肉体

的にけつこうつらかったそうで，今は⑤のようなフル

イ機を使っている。ただし，空気が乾いていると微粉

もうもうとなるらしい。フルイに残った樹皮は，水の

弾きをさらによくするための薬剤処理が施される。し

たたるばかりの薬剤を飛ばすための道具が振るってい

て，遠心力を利用してハチミツを分離・採集する器具

⑧
定
温
器

を改造したものだ(⑥)。さらに天日で干して落ち着か

せ(⑦)，定温器で熱処理する(⑧)。この器具，もとも

とは浜松名物うなぎパイ用。棚部分を改造して使いよ

くしてある。ちなみに，土壌試験などに用いる定温器

と柵造は同じらしい。結びの一番は袋詰め。

今，環境は実践を求めている。実践を通してこそ改

良も促される｡実践の輪が広がることを期待したい。

[引佐町森林組合丑053-5420404](文責：吉田）

林業技術No.6241994.3
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築物が持つ耐久性能や湿度調節機

能といった優れた点を強調してく

れている。これはご同慶の至り，

頭を低くしてお礼を申し上げねば

失礼というものである。

ところでこの意見広告，わから

ないことだらけで戸惑っているの

は私だけではあるまい。あのキャ

ッチコピー,｢輸入木材で日本住宅

市場の活幽上を／」は訴求相手が

いったいだれなんだろう。一般住

宅ユーザーだとすればもっと直接

的表現が適切であろうし，そのほ

うがインパク1､がある。また辞書

のごとき細かい活字の羅列は拒否

反応に遭い素通りされること請け

合い。業者用だとすれば媒体は当

然専門紙を選ぶほうが効率が良い

はず。

それはそうと広告中で高関税が

諸悪の根源としている製材などの

関税はおおよそ5～10％程度，こ

れを高率と見るか低いととるかは

立場によって異なるが，いま木造

住宅に占める木材代金の比率は十

農林鵜

地ベタは高い，

されど箱は安いのだ

2月の初旬，新聞の記事下広告

『輸入木材で日窓住宅市場の活性
化を／」に目を遣られたご仁も多

いと思う。全国紙の朝日，毎日，

読売，日経，産経そして東京，中

日などのブロック紙まで日本の主

な新聞総なめでの一斉広告，クレ

ジット「全米林産物･紙製品協会」

による意見広告である。半5段の

紙面に小さな活字をぎっしり詰め

てあり，これを全部読むには少し

ばかり忍耐が要る。この広告費，

ざっと試算して3000万円也｡人様

の懐具合をのぞき見るのも品に欠

けるがまあ参考までと。

さて意見なるものの中味だが要

約すると，①木造住宅は丈夫で快

適，②なのに日本人はコンクリー

ト長屋に住んでいる，③それは日

本政府が木材に高い関税を課し木

材価格を上げているからであり，

④また過度の規制で木材用途が制

限されているからだ，⑤だから関

税障壁がなくなれば木造住宅コス

1､がドンと下がり庶民は幸せにな

る。ということを説いているので

ある。ご説ごもつともと言ってあ

げたいのは山々 なれどそ恩忠味，
あまりにも日本の実情に蒙昧な知

識での一方的決めつけ，これでは

賛同は無理な相談というもの。で

も泣いて喜ばせてくれるくだりも

ある。文中に法隆寺や東大寺大仏

殿，正倉院を事例にしての木造建

拡大するわが国の国際森林｡林業協力|統醗にみる臼泰鰯鐸I

今日，熱帯林をはじめとする森

林の減少・劣化は，地球温暖化の

おそれや多様な生物極の減少等だ

けでなく，木材・薪炭材等森林資

源の不足，洪水・渇水等による地

域社会の安定的発展の阻害などさ

まざまな問題を引き起こしている。

このような中で，わが国は，途上

国の自助努力による持続可能な森

林経営の実現を支援するため，政

府開発援助による国際森林・林業

協力を積極的に展開している。

このうち，二国間森林・林業協

力は，国際協力事業団を通じて行

うプロジェクト方式技術協力，開

発協力等および海外経済協力基金

を通じて行う有償資金協力のほか，

無償資金協力等により推進されて

きている。なかでも大きな柱とな

二国間のプロジェクト方式技術協力等の推移
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資料：林野庁業務資料

注:1)各年4月1日現在実施中の数である。
2）アフターケア協力および開発協力による実証調査を含む。
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数パーセント。2000万円の住宅

で200～300万円,これの関税分

10%で20～30万円也。つまり

住宅取得額の1％そこそこを日

本国民が負担している計算にな

る。ということは，広告で言い

たいであろう関税を完全撤廃す

れば途端に住宅の値段がワンサ

カ安くなり，コンクリート長屋

やウサギ小屋から邸宅に住み替

えラッシュが起きるなんて話は

幻想この上ないことと気がつく

はず。日本人がコンクリート長

屋やウサギ小屋に住まざるを得

ない本当の訳は，大都市部の地

ベタにあり，である。その証拠

に田舎に建つ住宅は軒並み邸宅

を柵えているんですよ。このほ

かにも反論としては丸太の輸出

を規制しておきながらとかさま

ざま言いたいことがあるが誌面

がないので今回はここまで。

箱代なんて本当は関税があっ

ても安いもんだよ。アメリ力さ

ん。

冬

っているのは，専門家の派遣，研

修員の受け入れ，機材供与を一つ

の事業計画として総合的有機的に

組み合わせて，事業計画の立案か

ら実施，評価までを計画的に実施

するプロジェクト方式技術協力等

である。

図は，技術協力等のプロジェク

ト数の推移を示している。平成5

年4月現在，13カ国に対し，開発

協力による2件の現地実証調査を

含む20のプロジェクトが実施さ

れており(11カ国,12プロジェク

トが終了),年々増加傾向で推移し

ている。また，協力内容も，荒廃

地での森林再生のための技術開

発・普及，木材の高度利用のため

の研究，住民参加の社会林業推進

のための訓練・普及，治山技術の

開発・普及，林木育種技術の開発
など多様化してきている。

43

K三麗珊

サクラの花に思うこ股

もうすぐサクラの季節がやっ

てくる。サクラの開花の便りを

聞くと心が弾む人も多いだろう。

暦の上ではずっと前から春なの

に本当に春を体感できるのはこ

の季節である。コートを脱ぎ捨

て，身も軽く活動的となるとき

とも符合する。

サクラ前線は，3月の下旬に

九州に上陸，4月になるころ関

東地方を通過し，4月の終わり

に津軽海峡を横断するのが平年

である。ところが近年，そのサ

クラの開花が早くなっているの

ではないだろうか。関東周辺で

は，入学式の記念写真の背景に

は満開のサクラの花が定番と思

っていたが，このごろは3月中

に花見ができることが多い。昨

年，一昨年の東京のソメイヨシ

ノは，3月241ﾖに開花し,最も

早い記録となった。暖冬の影響

であることは想像できるが，暖

冬が何年も続くことは不気味で

あり，すわ地球の温暖化ではな

いかと考えてしまう。昨冬で7

年連続の暖冬であるが，戦後，

3年継続した例があるのみで，

7年も細続したのは明治以降も

初めてだそうである。暖冬は，

遠く南米のエクアドルからペル

ー沖にクリスマスごろから発生

するエル・ニーニョの影響であ

るといわれているが，100年に

1度の暖冬の説明には物足りな

い。梅雨明け宣言なしに始まっ

た昨年の記録的な冷夏や，南九

州を襲った集中豪雨，次々に上

陸した台風などの異常気象との

関係が気になる。

東京の年平均気温は，1950年

の14.8･Cから1980年の15.4℃，

1990年の17.0℃と上昇傾向を

示している。関東平野で見られ

るスギの衰退についても，気温

の上昇に加えた降水鐙の減少に

よる空気中の相対湿度の低下が

もたらす水分条件の変化が原因

であるとする仮説が有力になっ

てきている。

気候変動は，大きな被害の発

生が予想できるものの，それが

顕在化するまでには時間を要す

ることから，対策が講じにくい

という面がある。我々は，催鑛

豊かに季節の変化をとらえるこ

とができるが,10年にO3°Cと

いう気候の変動に対して極めて

鈍感である。だから-り･クラの開

花など生物の発する警告に対し

ては，もっと憾憾であるべきな

のかもしれない。

平年のサクラの開花日は，熊

本,長崎が3月26日，静岡，東

京が3月29日，京都,前橋が4

月4日，仙台，松本が4月14

日，函館，札幌が5月5日であ

る。気象庁では，ひな祭りの3

月3日に関西以西の，彼岸の3

月18日に全国のサクラの開花

予想を発表する。今年のサクラ

の開花はいつになるのだろうか。

（木陰）

にの欄は編集委員が担当しています）

林業技術No.6241994.3
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芝正己の5時からセミナー3

道具とナントカは使いよう？

だということを，もっときっちり

認識できるわれわれになりたいも

のです。

けれども，どうして日本には1

つの物が1つの事にしか使えない，

溌
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朝日新聞経済部編集委員として

健筆を振るい，｜ﾖ本記者クラブ賞

を受賞した著者は,林業,山村問題

に関して世界経済的な広い視点に

立って報道してきた。自然保護.環

境重視の報道が幅を利かせる中に

あって，貴重な少数意見であった。

そのために，社の内外で批判され

ることがあった｡それでも，自然を

守り生活環境をよくしているのは

林業であり，山村の人たちだとの

信念を貫き通し，森林と林業の正

しい認識を多くの人々に知らせる

記事を書き続けた。

著者は「海のないスイスの1人

当たり国民所得(GNP)は世界

一｡日本の山村は老人ばかりで,見

捨てられようとしているが，もっ

と生き抜く道はないものか」との

発想から，山村と林業を取材し,署

名入りで連載を始めたのが「新東

洋のスイス論I(後に緑の経済学と

して出版された）であった。以来，

林業問題を山村民の立場を基本理

念として書き続けた。特に印象的

だった記事は「知床の木は切れな

いのか｣で,伐採反対運動のあり方

に疑問を投げかけ，択伐による伐

採を肯定している。『伐採予定の木

には赤色のテープが張ってある。

堂海たる大木だが，生物学的には

老齢過熱木で，下には若い後継樹

が育っている。適切な択伐は新陳

代謝を促し,森林を若返らす』,『草

地に人工に木を植えて"原生林"に

するというなら，すでにある森林

に人間が適度の手を加えることも

許されるはずだ。木は一度切った

ら駄目というなら,100平方メート

ル運動の悲願である開拓地の自然

復帰は不可能ということになる』

この記事は，朝日新聞社内で問
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ご意菫某墓嘉房壽篝、

；
が生まれるかも？一見，単純

でバカげた発想が,林業･林学の

方向を大きく変えるきっかけに

なるかもしれません。頭は柔ら

｜
かければ柔らかいほどいい－。

特に若い人たちにお願いです

が，そうした意味からもいろん

な体験をしてみてください。そ，

して前回でも書きましたが,そ；

；
の体験を自分の価値観という色

メガネを通さずに，まず眺めて

；
みることです。先入観を持たず

に触れてみた体験には，きっと

参考になるものがたくさんある§

；
はずです。その宝物を掘り起こ

してみてください。

ｵﾀｸ族も,,つの生き方で；
はありますが，それから得られ§
るものはあまりにも少なすぎる＃

ようで,綾から見ていると寂し；
いです。 ’

（三重大学生物資源学部)；
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理解を図っていることを知り，目
あらためてこれらの地域の文化＃
交流に果たす林道の意義の大き＃
さを痛感した。§

この集まりは,平家村共通の胃
8■

守護神の穴森神社の名を取って目
幽

｢穴森サミット」と名付けられ，§
平成5年には第6回目を数えて§
いる。これまで長い間，歴史の冒
外でひっそりと生きてきた平家§
落人文化の担い手たちが'6005

廊

年を超えて受け継がれてきた文鴇
伽1

化の意義を語り合い，未来の夢；
を話し合ったのである。6回目§
は20代の若者が主になって運冒
営し，サミットの意義を語り合§
ったという。大規模林道が平家削

8■

文化を核とした新しい文化圏を旨
I■

造る「人間の知恵を交流させ文冒
化を運ぶ道路」として機能し始冒
めているのである。胃
また菊池.人吉線(相良村）＃
を通ったとき，沿線には岩見重；

1■

太郎がヒヒ退治したという「北昌
嶽神社」や，巨神タケイワダツニ

ミの球磨の国瓢,り伝説で知ら§
れる巨岩の「榑岩』も並んでい＃
た。現代の林道は古い民話や伝昌

■
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ﾛ■

る 。呂
■
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皆19世紀まで保存されたように，
曽また，東西ヨーロッパの境にあ
昌る森林がヨーロッパ文化の防衛
目線となったように，そしてわが
噸

柵国でも，江戸時代の各藩の国境
Iwl

IMIにあった深い森林が各藩独自の
蛾
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車
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目たことも事実であった。この森
冒林の持つ「文化的閉鎖性」に風
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§とき，それまでは険しい山と森
昌に阻まれて，医者に行くのも容
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言救い，健康を守るうえで大きな
言役割を果たしているこの林道の
■E

胃価値の大きさを知ったが(拙著
＃「森の巡礼－その文化と人を訪
I｜ねて｣，地球社，1982)，過日，
N熊本，宮崎,大分県の奥地をつ
畠なぐ大規模林道を訪れた際林
昌道沿線の町村が年に1度集まり，
幽
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大規模林道

題になった。特にライバル関係にあ

る記者は,大谷氏を激しく非難したと

伝えられている｡ここでは書いていな

いが｢お前は林野庁のイヌ趣といわ

れたよ｣と,苦笑していたことがあった。

林業問題に全体の1割を割いて

いる。ほかに，売春問題，原子力発

電の問題，経団連の幹部批判など，

鋭くしかも鮮やかな論調で貫かれて

いる。問題になったそれぞれの記事

にコメントや反論を戦せているが，こ

れが読ませる内容。反論は,相手を

やっつけるのではなく，ユーモアを交

じえてやんわりと説諭する内容で，

時として思わず吹き出したくなる場

面もある｡読後感が実にさわやか｡そ

れは，大谷氏の優しいが正義感の

強い人柄が文面ににじみ出ている

からだb大谷氏は，日本林政ジャー

ナリストの会前副会長。

（吉藤敬･広報センターA&F) 貴冨菖EBppp80gpR憂薑薑薑量gpEpQpg蒼蒼薑
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第40回林業技術賞についての予告

本会は,林業技術の向上に貢献し,林業の振興

に功績があるものに対し，毎年林業技術賞を贈

呈し表彰しておりますが，各支部におかれまし
ては本年度の受賞候補者のご推せんを平成6年

3月末日までにお願いいたします。
なお『林業技術賞jは，その技術が多分に実

地に応用され,また広く普及され,あるいは多大

の成果を収めて，林業技術向上に貢献したと認

められる業絃を表彰の対象としております。
本賞は，その結果を毎年5月に開催される総
会の席上で発表し，表彰を行います。

第40回林業技術コンテストについての予告

本会は，わが国林業の第一線で実行または指

導に従事して活躍している林業技術者が，それ
ぞれの職域において，林業技術の推進のため努
力し，その結果得た研究の成果や貴重な体験等

について具体的にその事例や成果を発表するた

めに，『林業技術コンテスト』を開催しておりま
す｡そして審査の結果,林業技術向上のために効

果があり，成績が優秀と認められた方を毎年総

会の席上で表彰しております。

参加資格者は次の各号の一に該当する会員です。

(1)営林署森林官，事業所主任またはこれに

準ずる現場関係職員

（2）林業改良指導員(AG)あるいは，都道府

県有林機関の現場主任またはこれに準ずる

現場関係職員

（3）森林組合その他団体，会社等の事業現場
で働く林業技術員

本年度は，平成6年4月20日までに各支部
より，ご推せん方お願いいたします。
〔コンテス|､は平成6年5月下旬の予定〕

一一一一

協会のうごき
母

◎海外出張

02/6～13,久納課長代理をイン
ドネシア国沿岸資源管理強化計
画調査のため，同国に派遣した。
o2/14～3/5,安養寺国際事業部
長，小林技師，吉村技師をメキ
シコ植林計画ドラフト計画のた
め同国に派遣した。
o2/21～3/7,久道課長をアルゼ

ンチン国チャコ地域森林資源調
査のため同国に派遣した。
O2/22～3/4,渡辺理事をJOF
CA海外林業開発事前調査のた
め,ラオス国,タイ国に派遣した。
o2/26～3/13,小林顧問を中国ポ
プラ調査のため同国に派適した。

◎営林(支)局業務研究発表会
今年度の各営林（支）局業務研
究発表会は下記のとおり実施され，
当協会から理事長賞および副賞を
授与し役職員が出席した。
1.1/26～27,名古屋営林支局：小
泉専務理事

2.1/27～28，北見営林支局：鈴木
顧問

32/1～2,東京営林局：三澤理事
長

42/7～8,長野営林局：三澤理事
長，大|仮営刺掲：井上経理部長
5.2/8～9,熊本営林局：小泉専務

林業技術No.6241994.3

理事

6.2/9～10,北海道営林局：三澤理
事長，帯広営林支局：小林顧問，
旭川営林支局：伏見理事，函館
営林支局：照井常務理事，前橋
営林局：鈴木顧問
7,2/16～17,青森営林局：三澤理
事長

8.2/23～24，秋田営林局：鈴木顧
問

9.3/1～2,高知営林局：三澤理事
長

◎林業技士養成スクーリング研修
1/31～2/4,当協会会議室におい

て，森林土木部門の研修を林野庁
治山課課長補佐篠原宏氏ほか7名
を誰師として実施した。

◎調査研究部関係業務
2/7，「アサヒエビネ保護管理対
策調査」委員会および「アカギ繁
殖抑制対策調査」委員会を当協会
にて開催した。

2/18,r第4回森林の水質問題検
討会」を林野庁にて開催した。

◎技術開発部関係業務
2/14,保全松林の総合的管理手
法の開発調査平成5年度第2回委
員会および森林保護基盤整備推進
調査平成5年度第2回委員会を当
協会にて開催した。
2/16,流域別の森林活力増進指

針の設定に関する調査（その1）
平成5年度第3回委員会を当協会
にて開催した。

◎人事異動（2月28日付）
定年退職主任研究員

小池茂樹
｢‐‐~‐．‐‐‐~‐．．‐.'‐．．．．‐.．..‐.｡.｡..‐‐‐‐‐‐‐．‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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4月6日（水）創刊〃
●政策、予算、人事など

激動する林政の最新ニュースをお伝えします

●読みやすくわかりやすい解説(｢緑風対談｣）で

ニュースの背景に迫ります

最新の林政ニュースを追跡、わかりやすく解説する「ニ

ュース・フラッシュ｣､政策･予算の背景、人事異動評な
ど耳寄りな話題を問答形式で掘り下げる「緑風対談」の

ほか、都道府県・市町村の最新動向を伝える「地方のト

ピックニュース｣、技術開発の最新動向をピックアップす

る「R&Dの最先端｣､読んでおきたい本･雑誌から役に立

つ部分を紹介するrメディア・ウオッチ｣、読者の皆様か

らの投稿などを随時掲載していきます。
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暮らしとつながる森をわかりやすく
日･林，腕と

社団法人日本林業技術協会

'一

､お求めは…当協会事業部(丑3261-6969)まで

|麗闘2訂 18分/8,000円・企画水利科学研究所/国土緑化推進機掴
●制作／日本林業技術協会

人間をはじめ地I二に11;む生物は．地球剥本の水の3寡にH認｛し流出を平準化する鋤きによって．水による災害を助
瓶たない淡水に依存して娠きている。このわずかな淡水が止するとともに，水の利用を便ならしめている。
生物の}|柚によって尽き為ことがないのは､jlu球l:の水は鯛*の水郷かん錐機能とは何か．その機能を剥詩増逃す
絶えず循環しているからである。るためにどのような努力力私われているのかをわかりやす
蕪休は地上における水の鯖環過碓において．これを－時<拙く。

よみがえる大地I16分/8,000円(英語版とも）・企画/帯広営林支局・制作／日本林業技術協会

北海i"ll臓市の束北方には，度爪なる野火によって不毛とすくすくと成長し、今りっぱな森林となった。そればか
の荒野と化した_け也が域がっていた。人を瀞せつけない広りか、気象力呼I1らぎ多くの勤繊物が定瀞するようになった
大な湿原に．釧蜘也方の発展に瀞与することを目指して、うえ．水質も良くなり沿岸の漁業に好附辮を与えるなど環
森林の造成が始められたのは今から30数年前のことであっ境而でも大いに貢縦している。
た。イく毛の原野に挑んだフォレスターたちの刈汰なドラマ。
当時城えつけられた2.500万本の苗木は,手厚い保雄のも

I木の校舎I21分/8,000円 の企画／日本木材嚇蓄機柵・制作／日本林業技術協会

涜性，防火上の配慮などから．れなくなった」保健宗の先生は.｢生徒の{鐙世が少なくなっ小・'l､I'学校の校舎は，綴済性．防火上の配慮などから．れなくなった」保腿篭の先生は,に生徒の怪我が少なくなっ
鉄筋コンクリート造が当たり前のように杉えられてきた力3た」生徒振騨主蛎の先蛎はbr物の命を大事にする気持ちが
妓近木造校舎が兄直きれ始めたのはなぜだろうか。秋田県，茅生えた」と木造の良喜を評価し、さらに生徒たちも木造
愛野螺，静岡MLに木造の小・中'1弦を訪ねて．先生方や生の家庭的雰囲気のなかで学校生活を楽しんでいることがわ
徒たちの感想をきL,てみた。かつた。木の良ざを琴えさせるルポルタージュ。
--H1I'立って授業をしなければならない先生は.｢腰が渡

I17分/8,000円 ●企画|木の内装
我が剛には，縦まいを木材で避ってきた鎧い雌史がある。
それは，刈壼材が身近に蝋潅にある材料であったことにもよ
るが，我力掴の笂候風I:に股も適した使いやすい材炉ドであ
ったからである。
錠近．生活難式の変化に伴って．人々の住宅についての
好みも多網こしている力#木造一戸建が好ましいとする人
"fi鹿も多く．鉄筋コンクリート地の住宅の場合でもせめで

日本木材朧蓄機構●制作／日本林業技術協会

内装は木材にしたいという人が多いという調盃維果がある。
なゼ対こ材が良いのか．輯姑断熱遮音，光の反射など
について届制牲の優れていることを科学的にしかもわかり
やすくビジュアルに解削tするとともに．鵬住掛、のインタ
ビューも試み，内装材としての木材の良巻をアピールする
fiii#l4作の姉妹糊。
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縫④i節械⑤半径⑥図心⑦三斜(底辺･高さ･面祇）

⑧角度(2辺長･狭角)の豊富な測定機能を持っていますも
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	表1

	表2

	1994年3月号目次

	論壇_国内林業の活性化と育林技術-急がれる育林技術の体系化

	森林の流域管理システム推進サミット概要-流域管理システム,先導的流域のリーダーが今後の方向を語る

	木材産業ビジョンについて-国産材の活性化に向けた実践的な取り組み

	持続的な林業経営に資する相続税制の実現に向けて

	雪起こしの省略化は積雪環境･生産目標との関連からどこまで可能か

	技術情報

	山の古道を行く_最終回-周山街道3_山陵と北山杉

	忘れられない木と森の話7_最終回_地上に舞い降りた虹

	森へのいざない-親林活動をサポートする40_都市住民参加による森林施業管理

	会員の広場_飛騨,木曽林業地におけるヒノキ飛腐に関する延享,宝暦年間の記録から見た現代的解釈について

	林業関係行事一覧

	未利用資源の有効利用3_スギ･ヒノキ樹皮の油吸着材利用

	農林時事解説_地ベタは高い，されど箱は安いのだ／統計にみる日本の林業_拡大するわが国の国際森林｡林業協力／こだま_サクラの花に思うこと

	芝正己の5時からセミナー3_道具とナントカは使いよう？／本の紹介_問題記事／林政拾遺抄_大規模林道

	協会からのお知らせ

	奥付対向

	表3対向

	表3

	表4


